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４  協議事項  

⑴  委員会所管事項の事務概要について  ＜別紙＞  
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 ⑶  各種委員の選出について＜別紙２＞  

 

 ⑷  委員会の席次について＜別紙３＞  

 

５  その他  

 

 

６  閉   会  

 



＝出席不要もしくは欠席

【委　　員】

職　　名

委 員 長

副委員長

委　　員

委　　員

委　　員

委　　員

委　　員

7名

【当　　局】

職　　　名 氏　名 職　　　名 氏　名 職　　　名 氏　名

観光政策課長 惠後原博美

コウノトリ共生部長 坂本　成彦 農林水産課長 浪華　誠 農林水産課参事 村田　光弘

農林水産課参事 山本　隆之

農林水産課参事 西村　文紀

環境経済課長 瀬崎　晃久

コウノトリ共生課長 宮垣　均

都市整備部長 冨森　靖彦 建設課長 久田　渉 建設課参事 北村　省二

建設課参事 堀田　政司

建設課参事 櫻田　務

建設課参事 羽渕　浩史

都市整備課長 堂垣　俊裕 都市整備課参事 武中　孝寛

建築住宅課長 小川　琢郎 建築住宅課参事 吉岡　和彦

建築住宅課参事 岡田　忠昭

地籍調査課長 上阪　善晴

城崎振興局長 冨岡　隆 地域振興課参事 橋本　郁夫 城崎温泉課長 山田　和彦

竹野振興局長 石田　敦史 地域振興課参事 森口　佳徳

日高振興局長 柳沢　和男 地域振興課参事 徳味　卓示 地域振興課参事 上野　和則

出石振興局長 宮﨑　雅巳 地域振興課参事 神谷　謙二

但東振興局長 大岸　和義 地域振興課参事 大岸　勝也

上下水道部長 川端　啓介 水道課長 谷垣　康広 水道課参事 大谷　賢司

水道課参事 縄手　伸幸

下水道課長 榎本　啓一 下水道課参事 野畑　修身

農業委員会事務局 農業委員会事務局長 安藤　洋一

39名

【議会事務局】

職　　　名 氏　名
主幹兼総務係長 山本　雅彦

1名
計 47名

竹 中 理

浅 田 徹

田 中 藤 一 郎

氏　　　名

米 田 達 也

太 田 智 博

上 田 伴 子

小 森 弘 詞

建設経済委員会名簿（11/18）



 

 

＜別紙１＞  

 

建設経済委員会重点調査事項  

 

 

 

○環境経済戦略の推進について 

 

○農林水産業・商工・観光・特産振興等経済支援、地域活性化施策の推

進について  

 

○有害鳥獣対策の推進について 

 

○地域内幹線道路の整備促進について 

 

○都市計画マスタープランについて  

 

○公営住宅のあり方について 

 

○下水道事業計画及び地域水道ビジョンの推進について 

 

○専門職大学と演劇のまちについて 

 

〇老朽危険空き家対策について 

 



＜別紙２＞  

 

各種委員の選出について  

 

【職名によるもの】  

 名       称  

委 員 長 

⑴  豊岡市農業振興審議会委員  

⑵  豊岡市災害対策本部出席者  

⑶  豊岡市功労者表彰審査委員会委員  

 ⑷  兵庫県国道 482 号整備促進期成同盟会会員  

 ⑸  国道 426 号改修促進期成同盟会会員  

 ⑹  主要地方道但東夜久野線改修促進期成同盟会会員  

 ⑺  主要地方道宮津養父線岩屋峠改良促進協議会会員  

 ⑻  府県道中藤加悦線・加悦但東線改修期成同盟会会員  

 ⑼  円山川直轄改修工事促進期成同盟会会員  

                   ※⑼は副委員長も充て職  

 

 

【互選によるもの】  

名       称  員数  氏    名  

豊岡市都市 計画審 議会委員                ３人  

 

 

 

 

 

 

 

  



【参考】  各種委員の根拠法令等（建設経済委員会関係）  

 

豊岡市農業振興審議会委員  

 ○豊岡市農業振興審議会条例  

第３条  審議会は、委員 20 人以内で組織する。  

２  委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。  

   ⑴  関係団体の役職員  

   ⑵  学識経験を有する者  

第４条  委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。  

２  委員は、再任されることができる。  

 

豊岡市災害対策本部出席者  

 ○豊岡市災害対策本部等の設置基準等  

災害対策本部に出席を求める者  

   議長、副議長、総務委員長、文教民生委員長、建設経済委員長、防災

対策調査特別委員長、議会事務局長  

 

豊岡市功労者表彰審査委員会委員  

 ○豊岡市功労者表彰規則  

第８条  市長は、この規則により表彰すべき者の決定その他表彰に関

する事項について、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他

市長が必要と認める者の意見を聴くことができる。  

 

 

豊岡市都市計画審議会委員  

 ○豊岡市都市計画審議会条例  

  第１条 都市計画法（昭和43年法律第100号。以下「法」という。）第77条の２第１項

の規定に基づき、豊岡市都市計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

  第３条 審議会は、委員20人以内で組織する。 

  ２  委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。  

   ⑴  学識経験のある者              

   ⑵  市議会の議員   

   ⑶  関係行政機関又は兵庫県の職員      

   ⑷  市民  

３ 前項第１号及び第４号の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

 

 

 



兵庫県国道 482号整備促進期成同盟会会員  

 〇兵庫県国道 482号改修促進期成同盟会会則  

第２条  本会の会員は、兵庫県国道 482 号の関係地域の市町長及び市町  

議会議長並びに市町議会建設関係委員長とする。  

 

 

国道 426号改修促進期成同盟会会員  

 〇国道426号改修促進期成同盟会会則 

第３条 本会は、京都府福知山市と兵庫県豊岡市で組織する。 

 

 

主要地方道但東夜久野線改修促進期成同盟会会員  

 〇主要地方道但東夜久野線改修促進期成同盟会規約 

 第３条 本会は、京都府福知山市と兵庫県豊岡市で組織する。 

 

 

主要地方道宮津養父線岩屋峠改良促進協議会会員  

 〇主要地方道宮津養父線岩屋峠改良促進協議会規約 

第３条 本会は、兵庫県豊岡市、京都府宮津市及び与謝野町で組織し、市町長、 

議会議長及び地元代表者をもって構成する。 

 

 

府県道中藤加悦線・加悦但東線改修期成同盟会会員  

 〇府県道中藤加悦線・加悦但東線改修期成同盟会規約 

第４条  本会に次の役員を置く。  

⑴  会長１名  

⑵  副会長１名  

⑶  理事若干名  

⑷  監事２名  

２  会長及び副会長は関係市･町長があたり、理事は市･町の議長並  

びに地元代表者とする。監事は豊岡市議会建設経済委員長及び与  

謝野町議会産業建設環境常任委員長をもって充てる。  

３  任期は２年とする。  

 

 

円山川直轄改修工事促進期成同盟会会員  

 〇円山川直轄改修工事促進期成同盟会規約 

第３条  本会の会員は、別表に掲げる者とする。  

 

 

 



  別表（第３条関係）  

職  名  

豊岡市長  

豊岡市議会議長  

豊岡市議会建設経済委員会委員長  

豊岡市議会建設経済委員会副委員長  

豊岡市技監  

豊岡市都市整備部長  

国土交通省豊岡河川国道事務所調査課長  

兵庫県但馬県民局豊岡土木事務所河川砂防課長  

 

第５条 本会に次の役員を置く。 

⑴ 会 長 １名 

⑵ 副会長 １名 

⑶ 監 事 ２名 

２ 会長は、豊岡市長をこれに充てる。 

３ 副会長は、豊岡市議会議長をこれに充てる。 

４ 監事は、豊岡市議会建設経済委員会委員長と豊岡市都市整備部長をこれに充て

る。 



＜別紙３＞  

 建設経済委員会（2024.11.18～） 席次 
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浅田委員 
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出入口 

太田副委員長 

米田委員長 

田中委員 
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竹中委員 

廊下 
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午前９時２４分 開会

○委員長（米田 達也） おはようございます。定刻

より少し早いですけれども、おそろいになられまし

たので、ただいまから建設経済委員会を開会いたし

ます。

おはようございます。今年度、建設経済委員会の

委員長を務めさせていただくことになりました米

田です。何よりも初めてでして、先輩議員、当局の

皆様方にご迷惑をおかけするかもしれないですけ

ども、太田副委員長をはじめ、委員の皆様、当局の

皆様、今後１年、よろしくお願いいたします。

本日の委員会ですが、当局職員の出席を前半と後

半と２つのグループに分けて行いたいと思います

ので、ご了承願います。

それでは、３番の自己紹介に入ります。

今回は、役員改選後、初めての委員会であります。

ここで、出席者の皆さんに自己紹介をいただきたい

と思います。

まず、委員からですが、このたび当委員会の委員

長を拝命いたしました米田でございます。よろしく

お願いします。

○委員（太田 智博） おはようございます。建設経

済委員会は２回目になります。今回、副委員長を仰

せつかります太田と申します。１年間、どうぞよろ

しくお願いします。

○委員（小森 弘詞） おはようございます。委員の

小森弘詞でございます。建設経済委員会、初めてで

ございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○委員（浅田  徹） おはようございます。委員の

浅田でございます。よろしくお願いします。

○委員（田中藤一郎） おはようございます。ちょっ

と手を負傷しておりますけれども、何の影響もござ

いません。建設経済委員会は委員長以来の、３年ぶ

りかな、なります。どうぞよろしくお願いします。

○委員（上田 伴子） おはようございます。委員の

上田伴子です。建設経済委員会は初めての委員会で

ございまして、新人でございますけれども、よろし

くお願いいたします。

○委員（竹中  理） おはようございます。委員の

竹中です。私も建設経済委員会、何年かぶりかで、

久しぶりの委員会です。どうかよろしくお願いしま

す。

○委員長（米田 達也） 次に、観光文化部から、名

簿順でお願いいたします。

○観光政策課長（惠後原博美） おはようございます。

観光文化部観光政策課の惠後原です。どうぞよろし

くお願いします。

○コウノトリ共生部長（坂本 成彦） おはようござ

います。コウノトリ共生部、坂本です。どうぞよろ

しくお願いいたします。

○農林水産課長（浪華  誠） おはようございます。

農林水産課長の浪華と申します。よろしくお願いし

ます。

○農林水産課参事（村田 光弘） おはようございま

す。１０月より農林水産課のほうに替わりました。

参事しています、村田といいます。どうぞよろしく

お願いします。

○農林水産課参事（山本 隆之） おはようございま

す。農林水産課参事の山本です。よろしくお願いい

たします。

○農林水産課参事（西村 文紀） おはようございま

す。農林水産課参事の西村です。よろしくお願いい

たします。

○環境経済課長（瀬崎 晃久） おはようございます。

環境経済課長の瀬崎と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。

○コウノトリ共生課長（宮垣  均） おはようござ

います。コウノトリ共生部コウノトリ共生課の宮垣

といいます。よろしくお願いします。

○都市整備部長（冨森 靖彦） おはようございます。

都市整備部長の冨森です。よろしくお願いいたしま

す。

○建設課長（久田  渉） 建設課長の久田です。よ

ろしくお願いいたします。

○建設課参事（北村 省二） おはようございます。

建設課参事の北村と申します。よろしくお願いいた

します。

○建設課参事（堀田 政司） おはようございます。
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建設課参事、用地対策担当をしています堀田といい

ます。よろしくお願いします。

○建設課参事（櫻田  務） おはようございます。

建設課参事の櫻田と申します。久しぶりの建設経済

で、頭をちょっと丸めて登場しました。よろしくお

願いします。

○建設課参事（羽渕 浩史） おはようございます。

建設課参事の羽渕と申します。よろしくお願いしま

す。

○都市整備課長（堂垣 俊裕） おはようございます。

都市整備課長の堂垣です。よろしくお願いします。

○都市整備課参事（武中 孝寛） おはようございま

す。都市整備課参事の武中といいます。よろしくお

願いいたします。

○建築住宅課長（小川 琢郎） 失礼します。建築住

宅課長の小川です。よろしくお願いします。

○建築住宅課参事（吉岡 和彦） おはようございま

す。建築住宅課参事の吉岡と申します。よろしくお

願いします。

○建築住宅課参事（岡田 忠昭） おはようございま

す。建築住宅課参事の岡田と申します。よろしくお

願いいたします。

○地籍調査課長（上阪 善晴） おはようございます。

地籍調査課長の上阪と申します。よろしくお願いし

ます。

○委員長（米田 達也） 最後に、事務局、お願いし

ます。

○事務局主幹（山本 雅彦） 失礼します。当委員会

の事務局を務めます山本です。よろしくお願いしま

す。

○委員長（米田 達也） ありがとうございました。

なお、後半でも委員の皆さんには自己紹介をして

いただきますので、ご了承ください。

それでは、４番、協議事項、委員会所管事項の事

務概要について。

それでは、（１）委員会所管事項の事務概要に入

ります。

まず、前半に、観光文化部、コウノトリ共生部及

び都市整備部の順で、部ごとに説明、質疑を行い、

後半に、各振興局、上下水道部及び農業委員会事務

局という形で進めたいと思います。

なお、委員の皆さん、当局の皆さん、質疑、答弁

に当たりましては、くれぐれも要点を押さえて、簡

潔明瞭に行うなど、スムーズな議事進行に格別のご

協力をお願いいたします。

また、委員会での発言は、委員長の指名の後、マ

イクを使用して、発言者名を名のってから行ってい

ただきますようご協力お願いいたします。

それでは、まず、観光文化部の説明をお願いしま

す。

観光文化部観光政策課、惠後原課長。

○観光政策課長（惠後原博美） それでは、資料の３

ページをご覧ください。事務概要の進捗状況につき

まして、観光政策課からは、３つの項目について、

主なもののみ説明させていただきます。

まず、国内誘客及び海外戦略の推進についてご覧

ください。

現況と課題は省略させていただきます。

基本方針ですが、豊岡にしかない価値や豊岡でし

かできない体験等、ローカルな価値を最大限に活用

するとともに、観光情報などを取得できる環境を整

える。さらに、体験型及び高付加価値化コンテンツ

の造成など、市内周遊促進のため、様々な施策を通

じて、宿泊者数などの増加に取り組んでおります。

進捗状況です。

まず、観光地経営のあり方検討ワーキンググルー

プにつきましては、２０２３年度に観光地経営あり

方検討委員会を４回開催し、本市が今後も選ばれ続

ける観光地であるための計画、観光地経営アクショ

ンプランを策定いたしました。そのアクションプラ

ンに基づき、地域の実情に応じ、観光協会、豊岡観

光イノベーション、振興局、観光政策課、その他、

関係者のメンバーで構成し、地域観光戦略の策定に

取り組んでおります。開催状況は、イの一覧表をご

覧ください。ここには記入できておりませんが、１

１月２５日に出石地域、１２月３日、日高地域を予

定しております。検討内容については、各地域で進

行中の事業計画をベースに、中長期的な事業を検討
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していきます。

次に、神鍋応援クーポン事業です。神鍋エリアに

おける昨年の雪不足による経済的影響を緩和する

ため、宿泊旅行者向けに、神鍋地域内で利用可能な

クーポン、額面１，０００円のものを発行しました。

６月１日から７，０００枚を配付し、現在６，０４

９枚が利用されており、経済の活性化の一助となっ

ております。

飛びまして、６ページをご覧ください。５、山陰

海岸ジオパーク推進事業についてです。ご存じのと

おり、山陰海岸ジオパークは、２０２２年１２月に

イエローカードを提示されておりました。本年７月

７日に２名の審査員が玄武洞公園を訪問され、ユネ

スコ世界ジオパーク再認定のための審査を受けて

おります。審査員からは、前回指摘事項は大きく進

捗しているとの高評価をいただきました。また、地

質物品販売中止については、売場面積の縮小や代替

商品の提案など、様々な活動が認められ、今後も最

善の改善策を導き出す取組を継続するようコメン

トされております。審査結果は、去る９月１１日に

ユネスコのホームページに掲載され、無事、グリー

ンカードを取得することができました。地質物品販

売中止のための円卓会議については、４回開催され

ており、推進協議会と共に今後も協議を重ねていき

ます。

続きまして、８ページをご覧ください。芸術文化

観光専門職大学との連携についてです。

まず、基本方針です。専門職大学が有する機能や

多様な専門的人材の知識を活用するとともに、学生

の地域活動などによる新たな価値の創造に向け、連

携を進めているところです。

進捗状況です。

１の地域連携事業の実施ですが、記載のとおり、

７件の事業を実施しております。

２の隣地実務実習の受入れについては、文化・ス

ポーツ振興課と観光政策課において、３年生、各５

名を受け入れました。内容としては、文化振興や観

光資源の現状を分析し、課題解決に向けた企画立案

能力の習得を目指したもので、最終日には学習成果

報告会と意見交換の実施をいたしました。また、地

域創生実習は、学生の地域創生に関する理解を深め

るとともに、文章能力、事務能力、報告能力などの

習得を目指しており、年明け２月からの予定のため、

現在、テーマや受入れ人数等の調整をしております。

担当課は、記載の５課にわたり、２回生を１０日間

受け入れる予定としております。

３、卒業後の定住・定着に向けた取組については、

就労支援の一環として、大学のキャリアサポートセ

ンター及び人材育成を専門としておられる准教授

と調整し、１２月１８日午後１時半から、全学年を

対象とした交流会の開催に向けて取り組んでおり

ます。内容につきましては、市内で起業されている

方３名を講師に招き、立ち上げ時の話や起業時に利

用した補助金の支援策など、意見交換できるように

準備を進めております。

続いて、１１ページをご覧ください。豊岡演劇祭

の開催支援についてです。

進捗状況です。２０１９年度にプレ大会第０回を

開催し、今年で５回目を迎えることになりました。

豊岡演劇祭２０２４は、９月６日から９月２３日の

１８日間、「観る寄る巡る。」をテーマに、但馬内

各地域を舞台として多くのプログラムが上演され

ました。まず、「リバーサイド名球会」などの公式

プログラムは、１７団体２１プログラム、大道芸な

どのパフォーマンスを公募によって選出するフリ

ンジプログラムは、５１団体５４プログラム、トー

クイベントや「豊岡演劇祭ｄｅごみ拾い」などの参

加型のワークショップを実施する関連プログラム

は、２１団体３０プログラムとなり、合計１０５プ

ログラムを行いました。さらに、今年度新たに取り

組んだ事業では、イベント、飲食、各種割引サービ

スなどを地域の事業者と連携した「寄りんせぇプロ

グラム」を実施し、２７プログラムとなりました。

また、来場者数は、昨年と比べ１万２，５７８人増

加して、延べ３万６，２２５人となっております。

説明は以上となります。

○委員長（米田 達也） 説明は終わりました。

質問等はございませんか。
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ないようですので続けます。

次に、コウノトリ共生部の説明をお願いします。

コウノトリ共生部農林水産課、浪華課長。

○農林水産課長（浪華  誠） それでは、本年度の

事務概要の進捗状況について説明をさせていただ

きます。

事務概要の１３ページをご覧ください。農林水産

課からは、３項目を説明させていただきます。

まず、農業の振興についてです。

現況と課題は省略をさせていただきます。

基本方針ですが、新規就農者等の担い手の育成や

有害鳥獣対策の推進、また、集落での地域計画の策

定を進めることで、農地の適切な管理につなげるほ

か、学校給食への無農薬米をはじめとした有機農産

物の提供など、有機農業の拡大に取り組んでいます。

概要及び進捗状況です。

１つ目の担い手の育成です。（１）の豊岡農業ス

クールは、今年度の入校生が４名、昨年度からの継

続が３名で、計７名が研修中です。受入れ農家の下

での実地研修を中心に、座学研修を交えながら、農

業に必要な知識や技術等の習得に励んでいます。

（２）の新規就農総合支援につきましては、アの農

業次世代人材投資資金と、次のページになりますが、

イの経営開始資金、これらは新規就農者への給付金

になりますが、それぞれ８名と７名の方に交付をし

ています。ウの経営発展支援事業、こちらは、農業

用機械等の導入補助金になりますが、４名の方に交

付決定を行っております。エの若手農家支援事業は、

市の単独事業になりまして、こちらも機械等の導入

補助金になりますが、３名に対して交付決定を行っ

ています。

２つ目の地域計画についてですが、本市では、３

００ある農会のうち、市街地などを除いて、農用地

のある２６４集落が計画策定の対象となっていま

す。現時点での策定状況は、複数の集落がまとまっ

て１つの計画を策定しているケースもありまして、

記載のとおり、２５集落で１６の計画が策定をされ

ています。なお、１０月末時点で、２１７の集落か

ら計画のベース、基になります基礎資料が市のほう

に提出をされていますので、既に策定済みの２５集

落と合わせて２４２集落、２６４分の２４２集落で

すので、策定率で申しますと、約９２％の計画策定

を現時点で見込んでいます。

次に、３つ目の有害鳥獣対策です。上半期、４月

から９月の駆除実績は記載のとおりですが、全体と

しましては、昨年の同じ時期に比べるとほぼ同様の

駆除実績となっています。ただ、今年は熊の有害捕

獲が増加をしています。９月までの実績は２０頭と

記載をしておりますが、昨日までの実績では２３頭

となっています。近年で有害捕獲数が一番多かった

のが２０１９年度の２３頭でしたので、今年度は既

に同じ数に達している状況です。こうしたことから、

市民の皆様へ、熊への注意喚起を図るために、８月

３０日から市のホームページでクマ目撃マップの

運用を開始したほか、防災行政無線ですとか、市の

広報などで注意喚起等を行っています。

次に、４つ目の有機農業の推進につきまして、（１）

の有機農業産地づくり推進事業ですが、有機農業実

施計画に基づいて学校給食への無農薬米の提供を

進めています。この秋の収穫の結果、今年は約３３

トンのお米が集まりました。これは、市内の学校給

食の４か月から５か月分ぐらいの量に相当してお

りまして、既に１０月１日から市内の小・中学校等

の給食で提供が始まっています。また、お米以外に、

無農薬野菜の提供も行っています。今年度は、年３

回の提供を予定しておりまして、１回目は９月６日

に実施し、今後、１２月と２月に記載の品目を提供

する予定です。

次に、１５ページをお願いします。農業用施設管

理及び基盤整備促進事業についてです。

市が直接管理をしております広域基幹農道の維

持管理と、土地改良など、農業者の皆さんの要望に

お応えするための事業を進めています。

概要及び進捗状況ですが、兵庫県が事業主体のも

のから説明をさせていただきます。

１つ目の北但地区農道橋耐震化及び長寿命化事

業ですが、本年度は、蓼川大橋の耐震化と長寿命化

工事を行っておりまして、現在の進捗率は２０％と
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なっています。

２つ目の田鶴野排水路整備事業ですが、延長約２

０メートルにわたって水路の改修工事を行ってお

りまして、現在の進捗率は、こちらも２０％です。

３番目以降の事業は、豊岡市が事業主体となりま

す。基幹農道トンネルＬＥＤ化事業です。日高町の

清滝トンネルの照明施設をＬＥＤに更新する工事

を進めておりまして、現在の進捗状況は３０％とな

っています。

４つ目のため池廃止事業です。農業用としては、

使用されていないため池につきまして、貯留機能を

廃止し、豪雨のときなどに想定される決壊被害を防

止する工事を進めています。本年度は、出石町の丸

中池の工事を行っておりまして、現在の進捗状況は

１５％となっています。

５つ目の内町地区圃場整備事業です。県から事業

を受託し、市が代行して工事を行っています。圃場

整備工事は、現在３０％の進捗です。

続きまして、１６ページをお願いします。林業及

び水産業の振興についてです。

基本方針ですが、森林環境譲与税を活用しながら、

森林林業ビジョンに沿った森林整備を推進すると

ともに、水産業においては、但馬漁協等の関係機関

と連携を図りながら、事業を進めています。

概要及び進捗状況です。

１つ目の林業の（２）の森林環境保全対策事業は、

各区が主体となって実施する比較的小規模な森林

整備や緊急度の高い危険木の伐採などの取組を支

援する補助制度です。記載のとおり、実施中の地区

を含めて、計１４件の交付決定を行っております。

次に、（３）の雪害倒木緊急対策事業です。冬期

の雪害倒木による停電被害を未然に防ぐため、電線

周辺の危険木の事前伐採に要する経費を支援する

ための補助制度です。次の１７ページになりますが、

記載のとおり、竹野南地域から申請があり、竹野町

須野谷、大森、三原、川南谷地区で、合計２０７本

の危険木の伐採処理を進めております。現在の進捗

状況は約８０％となっています。

次に、（４）の獣害対策緩衝帯森林整備事業です。

こちらは、本年度新たに創設した補助制度で、農作

物や森林植生等の獣害を軽減するために、集落に近

い里山の森林整備を支援するものです。記載のとお

り、現在、４地区で整備が進められています。

次に、（５）の自伐型林業の推進です。本年度か

ら、国の制度を活用しまして、専門家に入っていた

だきまして、市内での自伐型林業導入に向けた検討

を進めています。記載のとおり、市内の山林調査や

関係者ヒアリング、先進地での視察研修等を行って

います。

２番の水産業の（１）の田結漁港のしゅんせつ工

事につきましては、冬期の風浪によって湾内に押し

寄せる土砂の堆積が落ち着いたタイミングで工事

ができるよう、１月以降、調整しながら実施したい

と考えています。

農林水産課からは以上です。

○委員長（米田 達也） 環境経済課、瀬崎課長。

○環境経済課長（瀬崎 晃久） １８ページをご覧く

ださい。経済政策の推進といたしまして、現状と課

題、基本方針につきましては、記載のとおりです。

概要及び進捗状況として、１０月末現在でまとめ

ております。まず、１つ目、内発型産業育成の推進

といたしまして、（２）の成長を目指す企業や起業

に取り組む若者や女性に対する相談業務の実施と

いたしまして、開始から６年目となりましたビジネ

ス総合窓口のＩＰＰＯ ＴＯＹＯＯＫＡの運営支

援を行わせていただいております。相談件数は５１

名の方から１１１件相談をいただいております。参

考までに、昨年度が年間で８０件のご相談をいただ

きましたので、非常に多くの皆様からご相談をいた

だいていると感じております。

続いて、（３）ステップ支援補助金や創業支援補

助金などの市支援制度の実施といたしまして、（ア）

のステップアップ支援補助金といたしましては、３

８件から応募をいただきまして、２４件、３，４１

７万９，０００円の交付を決定しております。また、

（イ）の創業支援補助金では、２０件の応募をいた

だき、１２件、９５２万８，０００円の交付を決定

しております。どちらの事業につきましても、２月
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末までの事業完了として、現在鋭意事業を進めてい

ただいております。

１９ページをご覧ください。３番の環境経済事業

の推進といたしまして、ステップアップ支援事業補

助金の補助率を、従来の２分の１から３分の２へ拡

充するなど、推進策を講じ、今年度新たに２事業の

認定をさせていただき、現在、８４事業を認定させ

ていただいております。今後も引き続き、当市が目

指します環境と経済が共鳴する地域づくりを進め

る一つの方策として推進をしてまいります。

続いて、４番目、企業誘致及び企業立地支援とい

たしまして、（２）番、オンラインマッチングイベ

ントの参加によるＩＴ企業の推進といたしまして、

今年８月にオンラインによって開催をされました

全国のマッチングイベントに出展をさせていただ

き、当市に興味をいただいた１２社と商談に至りま

した。現在、２社が市内の視察まで進展しておりま

して、今後も引き続き誘致の実現に向け、取り組ん

でまいります。

次に、（３）番、コウノトリ豊岡産業用地及び出

石中川産業用地の関連といたしまして、豊岡市戸牧

地区に新しくできました豊岡出石インターチェン

ジから約２分の位置に整備をさせていただきまし

たコウノトリ豊岡産業用地につきましては、整備を

させていただいた全３区画のうち、（ア）に記載し

たとおり、当初、応募でＡ、Ｂの２区画の契約は成

立いたしました。残るＣ区画と、出石町上野地区に

あり、橋の改修工事で募集を見合わせておりました

出石中川産業用地につきまして、（イ）、（ウ）に

記載しております内容で募集いたしております。い

ずれも、今年度内の契約成立に向けて鋭意取組を進

めてまいります。

続きまして、２０ページをご覧ください。商工振

興の推進といたしまして、現状と課題、基本方針に

つきましては、記載のとおりです。

概要及び進捗状況の１０月末現在としてまとめ

ております。ご説明をいたします。

１の中心市街地の活性化の取組といたしまして、

豊岡駅通商店街、宵田商店街で様々な振興事業の取

組に支援をさせていただき、あわせて、まちなか交

流館、１９２５でのイベントの支援を行っておりま

す。

２の特産業の振興といたしまして、（１）、（２）

に記載しておりますかばん産業の人材育成、豊岡か

ばんの認知度の向上に取り組まれる豊岡鞄協会へ

の支援等を行っております。

２１ページをご覧ください。３として、物づくり

の支援です。（２）に記載しております市民の皆さ

んに参加いただく参加型の事業として、「おっとろ

っしゃ！とよおかのものづくり」としまして、社員

の皆さんの能力の向上と併せました物づくりの実

技講座を実施しております。

続いて、４番、ふるさと納税による市内経済の活

性化といたしまして、（１）、（２）に記載をして

おりますとおり、寄附者の利便性の向上として、新

たな窓口の導入、現地決済型納税の仕組みを取り入

れまして、結果、（３）に記載しております寄附の

実績となっております。参考までに、前年同日比で

は、金額、件数ともに約８０％台となっております。

この理由ですが、昨年度は、国の制度が１０月に変

更があるということで、駆け込みの需要が大変多く

ございました。参考までに、前々年度と比較いたし

ますと、金額、件数とも大きく上回っている状況に

あります。現在は物価高騰等による選ばれる返礼品

や寄附額が大きく変わっている状況にあり、国の制

度の改正にも注視しつつ、全国多くの皆様からご支

援いただけるよう、今後も推進してまいります。

環境経済課からの報告は以上です。

○委員長（米田 達也） コウノトリ共生課、宮垣課

長。

○コウノトリ共生課長（宮垣  均） コウノトリ共

生課からは、コウノトリ野生復帰の推進など、３点

について、進捗状況は主なものを説明いたします。

基本方針ですが、市民などとの協働による生息環

境整備やコウノトリをシンボルとしたまちづくり

を進めるため、生物多様性地域戦略の推進による自

然環境の保全や次世代の育成、普及啓発などを進め

ていきます。
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進捗状況です。

まず、１番、コウノトリと共に生きるまちづくり

の推進としまして、各種情報発信を行っております

が、来年度の万博や、それから、放鳥２０周年をに

らんだ郷公園エリアの再生に特に力を入れて取り

組んでおります。また、コウノトリの今年の負傷な

どによる保護、収容については、市が関わったもの

のみですが、２度ありました。それから、（３）番、

加陽水辺公園の管理、民間と協働した利活用の推進

としましては、自然共生サイトに昨年度認定されま

した加陽水辺公園周辺で、ＫＤＤＩ株式会社様によ

るボランティア作業を行っておりまして、社員及び

その家族で５１名の方に来ていただきました。また、

イの利活用事業としまして、ワーカーズコープさん

と連携した自然保育、自然体験活動の実施を計９回、

延べ４８名で行っております。

次に、２３ページです。２番、次世代育成・普及

啓発・交流です。（１）番、ふるさと教育の推進と

しまして、生きもの調査会、３年生を対象としまし

た生きもの調査会を１０校１３回行っております。

次に、（６）番、兵庫・新潟連携会議です。今年は、

今年度は兵庫県と連携しまして、佐渡豊岡交流体験

学習を開催いたしております。田鶴野小学校５年生

１９名が新潟県佐渡市に参りまして、佐渡市立行谷

小学校の５年生５名と田んぼの生き物調査や取組

の発表などの交流を行っております。

３番目の生物多様性保全の推進です。（１）番、

生物多様性地域戦略の推進の中のイですが、小さな

自然再生活動支援助成金として、今年度は６件２９

万５，０００円を支出しております。次に、オです。

外来種対策としましては、豊岡市外来種対策行動計

画を現在策定しておりまして、特に令和４年５月に

改正された外来生物法に規定された国や地方公共

団体などの責務や防除について、いち早く対応する

とともに、特定外来生物への対策を強化していくこ

ととしております。

次、続きまして、２５ページ、環境施策の総合調

整です。

基本方針は、第２次豊岡市環境基本計画の基本方

針であります「自然・文化・歴史的資源の理解と保

全」、「人と生きものがバランスよく共生するまち

づくり」、「資源の無駄遣いをなくす循環型のまち

づくり」などに基づきまして、環境施策を展開して

おります。

進捗状況ですが、これまでに２度、環境審議会を

開催したのと、それから、１１月にはカネカソーラ

ーテック株式会社、また、株式会社坪口農事未来研

究所のほうに環境審議会委員の方々に視察に行っ

ていただいております。

続きまして、２６ページ、脱炭素の推進について

です。

基本方針は、２０５０年までに二酸化炭素排出実

質ゼロを実現するために、市の脱炭素化に向けた率

先行動を示すとともに、市民や事業者などと連携し

て、積極的な脱炭素化の取組を促すとしております。

進捗状況ですが、１の公共施設など太陽光発電設

備導入調査につきましては、プロポーザルを行いま

して、現在調査を実施しておるところでございます。

２番目の大規模太陽光発電所の管理運営につき

ましては、それぞれ山宮地場ソーラー発電所、コウ

ノトリ但馬空港地場ソーラー発電所、竹貫地場ソー

ラー発電所、上げておりますように、対前年度比が

８５％、８６％、９３％となっておりますが、この

減少は、電力の安定供給を維持するための発電量が

需要を上回る場合に、再エネの発電設備の出力制御

が現在行われておりまして、その出力制御によると

ころが大きいものと考えております。

次に、３番目の太陽光発電システム設置支援です。

今年度は、住宅用太陽光発電システムにおいては、

太陽光パネルが２４件、それから、太陽光パネル、

蓄電池とのセットが１８件の補助を行っておりま

す。また、（３）番の事業者用の太陽光発電システ

ムにおきましては、現在８の事業者のほうで使って

いただいております。

続きまして、２７ページ、５番の脱炭素化に向け

た情報発信ですが、記載しておりますように、市広

報やホームページを通じた情報発信を行っており

ます。
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コウノトリ共生課からの説明は以上です。

○委員長（米田 達也） 説明は終わりました。

質問等はございませんか。

上田委員。

○委員（上田 伴子） ２点ほど。

１４ページのところで、熊の出没が大変、今年度

は多いということで、いろんな人からも聞くんです

けれども、本当に豊岡市内至るところに目撃情報が

あって、私の周りでもしょっちゅう聞きます、奈佐

地区ですけれども。向こうの川向こうのほうでもし

ょっちゅうあるみたいですし、いろんな本当に市内

全域、熊がたくさん出てる中で、今お聞きしました

ら、たくさん、２３頭ですか、捕獲して、それは何

かをつけて、また山に返しておられるんじゃなくっ

て、それはもう頭数制限のための殺処分とか、そう

いうことになってる数なんかなと思うんですけど

も、そしてまた、コロナ禍で、（２）のところに、

熊対策用双眼鏡とか、それから、熊撃退スプレーと

かあるんですけども、どのようなもので、知らない

方も多分、多々あると思うんですけども、例えばそ

れらを購入したりとか、そんなことへの周知みたい

なことはされてるのか、何か農会とか通じて、され

てるんか、集落通じてされてるんか、ちょっと初め

て見たものですから、分からなくて、お願いします。

○委員長（米田 達也） 浪華課長。

○農林水産課長（浪華  誠） まず、２３頭につき

ましては、捕獲し、殺処分をした頭数になります。

これ以外にも錯誤捕獲といいまして、鹿を捕獲する

ためにくくりわなとかを仕掛けてるんですけど、た

またまそれに引っかかってしまった熊につきまし

ては、基本的には県のほうが放獣対応ということで、

山にもう一度返すということになろうかと思いま

すが、これにつきましては、捕獲、殺処分以外の数

となっております。

双眼鏡ですとか、この熊撃退スプレーにつきまし

ては、実際に熊の捕獲ですとか、放獣対応に当たり

ます対策員ですとか、職員に貸与しております。ち

ょっと近くまで寄りますと、もしわなから何かが外

れて、熊が向かってきたときとかというのが非常に

危険ですので、まず、遠くからその状況を確認する

ための双眼鏡というのと、熊撃退スプレーは、これ、

本当、万一のときに、熊が襲いかかってきたという

ときにすごく強力なスプレーでして、もう一回使う

と、本当にもう人間、目が痛くなるようなスプレー

でして、そういったものを対策員に貸与しているよ

うなものになります。ですので、農会さんとか、そ

ういったところを通じてというところは、現状行っ

ておりません。以上です。

○委員長（米田 達也） 上田委員。

○委員（上田 伴子） 例えば私の集落なんかでも、

この間、あそこのおうちの裏のところで熊が立っと

ったとか、そういう目撃情報があって、もうそうい

うときに熊に遭遇したらどうしたらええんやろう

とかいうふうな、不安な声も聞くんですけども、そ

ういう熊に遭遇してしまった場合のどういう対処

をするとか、そういうことはいろいろどうしたらい

いかという周知みたいなんはされてるんですね。

○委員長（米田 達也） 浪華課長。

○農林水産課長（浪華  誠） 委員おっしゃります

とおり、周知につきましては、ホームページでこう

いったときにはこういう対応してくださいとかい

う周知もしておりますし、まず、熊を寄せつけない

ための取組などもお願いをしておりまして、例えば

不要な柿の木ですとか、栗の木が家の周辺にあった

ら、それを食べに来ますので、それを早めに収穫す

るとか、木を、申し訳ないけど、切ってくださいと

いうようなことをお願いしておりますし、例えば生

ごみを屋外に置いたりとかというのをちょっと避

けてくださいと、そういった周知もさせていただい

てる状況です。以上です。

○委員長（米田 達也） 上田委員。

○委員（上田 伴子） １点、今年は柿が本当にほと

んどなってなくて、でも、何か柿の木が目撃された

方の裏のおうちのとこで、柿の木、１個もなってな

いのに、もうがんがんと掘られていたというような

ことがあって、これって、柿がなってなくても、何

か匂いか何かであれしたんかなといって、みんな、

そういう何か寄り合いのときにみんながおっしゃ
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ってたことがあります。なので、なかなか実がなっ

てなくってもそういうことをするようなことがあ

るんだなということを知りました。

あと１点、すみません、１７ページのステップア

ップ支援のことなんですけども、１８ページか。た

くさん支援が入ってるみたいで、本当にありがたい

なと思うんですけども、これって、男性、女性的に

は、そんなんは調査はされていませんか。

○委員長（米田 達也） 瀬崎課長。

○環境経済課長（瀬崎 晃久） すみません、申請者

の性別の区分まで、まだしておりません。申し訳ご

ざいません。

○委員（上田 伴子） 分かりました。

○委員長（米田 達也） 上田委員。

○委員（上田 伴子） ごめんなさい。

課が違いますけども、ジェンダーのほうの課のほ

うで、あそこのアイティのとこで起業支援の中でそ

ういう女性の起業を支援してらっしゃるところが

ありまして、そこでもそういう起業したい方がすご

くあるというようなことがあったので、そこら辺と

もまたちょっと連携しながら、よろしくお願いした

いと思います。以上です。

○委員長（米田 達也） 瀬崎課長。

○環境経済課長（瀬崎 晃久） 委員ご指摘のとおり、

連携しながら進めたいと思います。参考までに、ス

テップアップ支援補助金というのと、創業支援補助

金と、２つご紹介しておりまして、創業支援補助金

につきましては、若者や女性の皆さんの活躍の場を

広げたいということで、一般の方と比べまして補助

率を上げるような形で推進策のほうを講じており

ます。今後も引き続いて推進してまいります。以上

です。

○委員長（米田 達也） ほかに。

上田委員。

○委員（上田 伴子） よろしくお願いします。

○委員長（米田 達也） ほかにございませんか。

浅田委員。

○委員（浅田  徹） ２点だけ確認、簡潔明瞭に。

○委員長（米田 達也） 手短にお願いします。

○委員（浅田  徹） １４ページ、ため池廃止事業

ということで、淡路島のほうはやっぱり今ためると

いう、流域治水、総合治水で、有効なそういう施設

でかなり効果を発揮している。やはりこういうもの

を活用していく、農用地のための施設じゃなくても、

それがなくても、ためるという、こういう考え方は

どうでしょうか。やっぱりこういうことを議論しな

いと、田んぼ、ため池、農業施設を有効にという、

そういうものをきっちり押さえていかないと、一切

進まない。この辺の考え方、今の考え方、教えてく

ださい。

○委員長（米田 達也） 村田参事。

○農林水産課参事（村田 光弘） 今のところ、た

め池廃止というものは、やっぱり地域のほうが、農

業施設ということで使われてないという部分があ

りまして、実際、ため池自体も維持管理できないと

いう部分があって、今回の部分でもため池を廃止す

るという部分があります。防災という意味合いでは、

そういう形の考えもあると思うんですけども、ちょ

っとそこら辺につきましては、また今後、いろいろ

と考えていきたいというふうに思います。

○委員長（米田 達也） 浅田委員。

○委員（浅田  徹） ２点目、来年、市制の２０周

年とともに、コウノトリ放鳥２０周年、これは非常

に世界も認めている、もう非常にまれな取組、成功

事例は世界で豊岡しかないというぐらい。やっぱり

万博ですね、いかにここをアピールするかというこ

とと、この２０周年ですね、やはりいいタイミング

ですから、これも大きく、その次の豊岡を目指す、

また、このコウノトリを冠にしたまちづくり、もの

すごく来年が重要な年になると思っています。フィ

ールドパビリオンも含めて、どのような、来年、例

えばこれからの予算とか、来年に向けての事業です

とかね、これも国内だけじゃなくて、世界に向けて

の、そういうことを僕は考える年になると思っとる

んですけど、その辺どうでしょうか。答えられる範

囲で、簡潔にお願いしたい。

○委員長（米田 達也） 宮垣課長。

○コウノトリ共生課長（宮垣  均） できるだけそ
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ういった機会をしっかりと活用して、情報発信に努

めてまいりたいというふうに思っておりますので、

ぜひまたお力添えをお願いします。

○委員（浅田  徹） 了解しました。

○委員長（米田 達也） ほかにございませんか。

田中委員。

○委員（田中藤一郎） 僕も何点かお願いします。

まず、２０ページの商店街活性化のところなんで

すけど、一応、市街地のほうの商店街については、

イベント等々あったりだとかしてますけれども、そ

の他の、これ、以前、僕も何かで質問した覚えがう

っすらとあるんですけれども、やはりほかの地域の

商店街もそういったイベント等々も、私の地元でい

いますと、出石もいろいろと独自でやってるような

ところがあったりだとかしてるんで、その辺りの市

街地、中心市街地以外のところについての考え方や

活性化についてと、それから、特産物、特産業の振

興のところも、かばんはまあまあよくされてはるん

ですけれども、豊岡はやっぱり水産だったり、農業

だったり、地元の名物があったりだとかしてるんで、

その辺りの取組の考え方が少し薄いような気がす

るんですけど、その辺りの考え方と、今後のことを

聞かせていただければなと思います。

○委員長（米田 達也） 瀬崎課長。

○環境経済課長（瀬崎 晃久） まず、今の委員のほ

うからご指摘いただきました中心市街地以外の商

店街の皆様の活性化に向けた取組です。従来から、

各振興局のほうから取組を進めていただく、あわせ

て、商工会議所、商工会、様々な団体の皆さんから

ご意見を頂戴して、その都度、振興策に合った取組

の支援というのをさせていただいておりますので、

今後も変わらず、まずは、旧豊岡の中心市街地、こ

この部分についての、我々、本庁でありつつ、豊岡

振興局の仕事もしております。また、それぞれの旧

５町の皆様は、振興局と連携を密にして取組を進め

ていただいておりますので、それぞれの部門、部門

で、様々な取組の支援の仕方があろうかと思います

ので、連携して進めてまいりたいと思います。

あと、特産振興につきましても、鞄協会、鞄組合

さんのみならず、それぞれの特産の振興につきまし

ても、鋭意努力、推進をしてまいりたいというふう

に考えております。

あと、農産物につきましては、農業の振興、水産

業、林業の振興という部門と、そこが商品になった

後の販売促進や様々な取組ということで、大きく、

生産をしていくという行為と、それを販売していく

という行為に分かれるというふうに理解をしてお

ります。販売をしていく行為には、加工用、商店、

そういった皆様との連携というのが私のほうが担

当させていただいています環境経済課のほうの取

組になると思いますので、今後も農林水産課と一蓮

託生で推進していきたいと考えています。以上です。

○委員長（米田 達也） 田中委員。

○委員（田中藤一郎） ということは、振興局から本

庁のほうには、そういった取組だったり、提案だっ

たりというのは随時入ってきているというふうに

理解したらいいのか、それとも、振興局のほうから

は、そういったご相談だったり、そういったところ

のことが実際問題あるのかないのか、その辺り、ど

うでしょうか。

○委員長（米田 達也） 瀬崎課長。

○環境経済課長（瀬崎 晃久） まず、具体的に分か

りやすい例でいきますと、日高振興局ですと、まず、

夏祭り、こういった関係で、地元の皆様と連携をし

てされる、そういった取組の支援というのをなさっ

てます。また、つい最近もございましたが、特産振

興と地域の商店街の活性化ということで、出石振興

局、出石の観光協会が中心になりまして、出石焼の

皆さん、特産振興という形で様々支援策を講じてい

ただいてますけれども、そこのパワーアップについ

て、新年度、このような取組を支援してもらえんか

というような要望、陳情も聞かせていただきまして、

鋭意検討しているところです。以上です。

○委員長（米田 達也） 田中委員。

○委員（田中藤一郎） やはりそういった小さなとい

いましょうか、細かなところまでしっかりと把握を

していただきたいなというふうに思っております。

今年の８月には、大阪のあべのハルカスで、そうい
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ったフェアをやったりだとかいうようなこともあ

るので、やっぱりそういった継続的なＰＲも含めた

ところをしっかりとやっていただければなと思っ

ております。よろしくお願いします。以上です。

○委員長（米田 達也） ほかにございませんか。

では、質問を打ち切ります。

では、続いて、都市整備部の説明をお願いします。

都市整備部建設課、久田課長。

○建設課長（久田  渉） ２８ページをご覧くださ

い。市道整備の推進についてです。

現況と課題、それから、基本方針についてですけ

ども、２０２１年度の３月に策定をしました豊岡市

道路整備計画に基づきまして、市域内のネットワー

クとなる幹線道路を中心に、国庫補助金等を活用し

ながら、５路線の道路整備を行い、特に継続路線に

つきましては、早期完了を目指しておるところでご

ざいます。

概要と進捗状況です。継続事業が４件、新規事業

が１件の計５件。

１つ目の市道福田宮井線道路整備の栃江橋につ

いてでは、既に供用開始をしておりまして、今年度

から旧橋撤去を行うべく、国と３か年の基本協定も

締結をしている受託事業となっております。現在、

国の入札は終わってまして、契約待ちとなっており

ます。今年度は１億円余りの予算で下部工３基の撤

去を行うこととしております。

それから、２つ目の市道上野線の道路整備、上野

橋についてです。予算額７，５００万円により、国

道の４２６号と接続部の道路改良工事を現在施工

中であります。今年度内、３月までの供用開始を目

指して鋭意努力をしております。

それから、３つ目の市道藤井中森線道路改良は、

昨年度までに測量設計、それから、用地買収を終え

ております。今年度は、予算額２，６００万円でも

って施工延長の半分に当たる１００メートル分の

道路改良工事を施工中であります。

それから、４つ目、市道上山二見線道路改良につ

きましては、こちらについても昨年度まで詳細設計

業務を終えており、今年度は予算額１，９００万円

で施工延長、全延長の西側に当たる擁壁工などの改

良工事を中心に施工中でございます。

それから、最後、５つ目の市道高龍寺本線道路改

良、こちらについては、新規事業です。本路線は、

幹線市道と集落内を結ぶ幹線道路ではありますが、

幅員が狭小であり、冬期の車両通行にも支障を来し

ており、幅員の拡幅を行うものです。こちらにつき

ましては、今年度９６０万円でもって測量、それか

ら、設計の一部を行っているところでございます。

市道整備については以上です。

○委員長（米田 達也） 羽渕参事。

○建設課参事（羽渕 浩史） 続きまして、２９ペー

ジをご覧ください。橋梁長寿命化事業の推進です。

市が管理いたします橋梁につきましては、全部で

１，２６３橋あります。こちらについては、豊岡市

橋梁長寿命化修繕計画に基づいて、計画的な修繕や

架け替えを進めております。

概要及び進捗状況です。

今年度の橋梁の補修工事につきまして、五荘大橋

ほか１１橋の補修工事を実施することとし、施工中

が８橋、入札準備中が２橋としておりますが、先週、

１橋、入札が実施され、業者が決まっております。

それから、設計中が２橋となっております。

続きまして、業務委託です。五荘大橋工事のＪＲ

委託につきましては、ＪＲをまたがっている箇所の

補修工事については、ＪＲと工事委託する必要があ

ります。昨年度に２０２３、２０２４年度の２か年

の基本協定を結び、工事委託しております。現在業

務中です。北下橋ほか６橋橋梁補強設計業務につき

ましては、現在、全て補修設計が発注できておりま

して、現在業務中です。橋梁長寿命化計画策定につ

きましては、全１，２６３橋について長寿命化計画

を策定するもので、現在業務中です。

続きまして、補償費です。ロクロ橋物件補償費に

つきましては、昨年度、ロクロ橋橋梁工事を実施す

るに当たりまして、支障となって移設していたＮＴ

Ｔ等の架空線を復旧するもので、現在施工中です。

建設課からは以上です。

○委員長（米田 達也） 都市整備課、武中参事。
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○都市整備課参事（武中 孝寛） 都市整備課からは、

公園施設長寿命化計画について説明させていただ

きます。３０ページをご覧ください。

まず、現況と課題及び基本方針です。豊岡市が管

理する公園につきましては、優先順位を定めて、予

算の範囲内で修繕、補修実施をしています。都市公

園につきましては、２０１９年度に公園施設長寿命

化計画を策定し、社会資本整備総合交付金の財源な

どを活用して、補助事業により公園施設の更新を実

施しています。

次に、概要及び進捗状況です。概要としましては、

本年度は、公共施設等適正管理推進事業債、長寿命

化事業を活用しまして、対象となる都市公園２公園

の遊具、施設の更新を行います。

具体的な進捗状況ですが、１つ目の出石城公園の

土塀補修工事は、既に工事を完了しております。

２つ目のめぐみ公園施設更新工事につきまして

は、１１月の１３日に入札を行い、現在、契約手続

を進めているところです。来年３月には工事を完了

させる予定としています。

都市整備課からの説明は以上となります。

○委員長（米田 達也） 建築住宅課、小川課長。

○建築住宅課長（小川 琢郎） ３１ページをご覧く

ださい。民間住宅の耐震化の促進についてです。

まず、現況と課題のところですけども、旧耐震基

準である１９８１年、これは昭和５６年の５月３１

日以前に着工された住宅、この住宅については、耐

震性が低いというふうに言われておりますので、ま

ず、簡易耐震診断、これを受けていただいて、耐震

性が不足する場合に、耐震改修工事を取り組んでい

ただくと、そういう支援を行って、耐震化を促進し

ております。

概要、それから、進捗状況です。

簡易耐震診断の推進ということで、現在、申請者

数が５５名となっております。この事業は、市が簡

易耐震診断員を派遣して、簡易な方法で耐震診断を

実施するものです。

２番目の住宅耐震改修工事の推進です。（１）の

豊岡市住まいの耐震化促進事業補助金、これが国と

県の補助事業を活用した補助制度です。まず、全体

補強型計画策定費、これ、１名申請いただいており

ます。それから、全体補強の改修工事、これも１名

いただいております。部分補強型簡易耐震診断改修

工事費補助、これが１名、防災ベッドについては申

請がございません。それから、１０月から補助メニ

ューを拡充しております。新たに全体補強型パッケ

ージ補助というもの、それから、シェルター型工事

費補助、土ぶき瓦屋根軽量化工事費補助、次のペー

ジですけども、建て替え工事費補助、こういったも

のを新たに設けまして、補助制度を使っていただき

たいということをしておりますけども、現在のとこ

ろ、申請者数はゼロとなっております。

３２ページです。豊岡市住宅耐震リフォーム等補

助金、これは市の単独補助です。アのところの居室

等補強型住宅耐震リフォーム工事、これが申請者数

１２名という状況です。それから、住まいの耐震化

の加算型住宅耐震リフォーム、先ほどの国県のに上

乗せして加算する補助ですけども、これが１名です。

それから、１０月から拡充した加算型建て替え工事、

国県の建て替えに加算する５０万円の補助ですけ

ども、これも今のところは申請がございません。

次のページ、お願いします。老朽危険空き家対策

の推進についてです。

まず、現況と課題のところですけども、空き家の

現状把握につきましては、区のほうから報告いただ

いたものを基に、年１回、現況調査を行っておりま

す。その調査を基に、危険な空き家に対しての除却、

そういったことの改善を促していると。

それから、概要、進捗状況のところですけども、

１番、空家等対策協議会を設けておりまして、今年

は８月に第１回の協議会を開催しております。ここ

では、法改正、空き家特措法の改正がございました

ので、その対応方針について協議をさせていただい

たのと、それから、特定空家に係る認定の協議を行

っております。次回は２月に開催する予定にしてお

ります。

それから、２番目の危険空き家の除却支援補助金、

これ、２つございまして、まず、特定空家に限定し
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たもの、それから、もう一つが危険空家除却支援事

業ということで、特定空家よりも壊れがまだそんな

に進んでないものを対象にしたものです。特定空家

のほうについては、予算上３件予定しておりますけ

ども、今実施中のものが１件ございます。もう１件、

ほかに申出をいただいておりまして、今年度２件、

今のところ予定をしております。それから、危険空

き家の除却支援補助金につきましては、上限３３万

３，０００円、今年度から設けたものですけども、

完了が３件、実施中が６件という状況になっており

ます。

建築住宅課からは以上です。

○委員長（米田 達也） 地籍調査課、上阪課長。

○地籍調査課長（上阪 善晴） ３４ページをご覧く

ださい。地籍調査事業の推進についてご説明いたし

ます。

地籍調査は、国土調査法に基づき、１筆ごとに土

地の所有者、地番、地目を調査して、筆界、境界の

ことですけれども、筆界を確認の上、測量を行い、

土地所有者や権利者の閲覧を経て、地籍図及び地籍

簿を作成し、国や県の認証を受けて、成果となり、

完了します。その後、その写しを法務局に送付する

ことにより、既存の公図や登記簿が更新されます。

まず、現況と課題です。

現在、国が重点的に推進しています土砂災害等の

危険箇所や公共事業と連携する区域を中心に調査

しています。特に公共事業連携では、県の先行地籍

調査事業を活用して、事業費の５％相当を協力金と

して頂いています。その山陰近畿自動車道の豊岡北

から竹野間では、計画区域の調査が完了し、国県に

認証請求をしています。認証後は法務局に送付いた

します。

また、豊岡北から城崎間では、昨年度、現地立会

調査が完了した区域の閲覧をしていただきました

ので、国県の認証、法務局送付に向けて準備を行い

ます。あわせて、順次、現地立会調査も実施しまし

た。

課題としましては、高速道路関係で、地籍調査を

行い、協力体制のできている地域の未調査箇所、特

に平野部の調査を進めていく方針ですけれども、国

の優先する土砂災害等の危険箇所と合致せずに、補

助対象とならない区域もありまして、高速道路関係

の地籍調査が収束した後の進め方が課題となって

おります。

次に、基本方針です。地元住民や地権者から地籍

調査に対する理解と協力を得るために、現地立会調

査までに区ごとに推進委員会を組織していただき、

地権者説明会を開催しまして、円滑な推進に努めま

す。また、筆界確認等に関して、豊富な知見を有し、

現地調査能力の高い土地家屋調査士に業務委託を

行うことで、より精度の高い調査への取組を進めま

す。

次に、概要及び進捗状況です。

１の進捗率ですが、今年度末で１４．４％となる

見込みです。それから、地籍調査は、一つの調査区

域を通常３年で完了させます。

２の調査図素図作成及び一部図根三角測量です

が、これは、１年目の工程になります。主に境界立

会前の準備で、全て作業中です。

３の現地立会調査、詳細測量ですが、森津ほか２

区域としておりますが、正しくは森津ほか１区域に

訂正します。これは、２年目の工程でして、境界立

会は全て終了し、現在は測量をしています。

４の地籍簿案・地籍図案作成、閲覧ですが、これ

は、３年目の工程です。地籍簿案、地籍図案を作成

し、結果の閲覧を２０日間行いまして、今年度分は

全て終了しました。国県の認証に向けて、申請書類

を作成中です。

５の地籍調査の成果管理ですが、法務局の登記が

更新された区域は、地籍調査事務支援システムを活

用して、地籍調査の成果管理と一筆図証明などの発

行を行っています。

説明は以上です。

○委員長（米田 達也） 説明が終わりました。

質問等ございませんか。

上田委員。

○委員（上田 伴子） ３０ページの都市整備課の分

ですけども、都市整備課が管理している公園の数が
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どれぐらいか、ちょっと教えていただきたいのと、

それから、以前、公園のことで質問をしたことがあ

るんですけども、今、昔と比べて、公園の遊具とか

のやっぱりいろんな規則が変わってきていて、昔の

遊具、昔というか、以前の遊具とは危険なものがあ

ったりとか、また、滑り台なんかも、今の公園の遊

具とかの更新とか、施設の修繕とかで、やはりそれ

ぞれ何か所か、都市整備の管轄の分があると思うん

ですけども、そういうとこら辺での、そういう遊具

の更新とか、施設の修繕の進捗状況みたいなものが

あったら、お願いいたします。

○委員長（米田 達也） 武中参事。

○都市整備課参事（武中 孝寛） 公園の都市整備課

が所管しています数につきましては、いろんな、都

市公園、開発公園、自然公園、観光交流公園等があ

るんですが、９６、管理をしております。今回ご説

明させていただいた都市公園というのが都市整備

課のほうで所管しているものが、今回の事業の対象

になっている公園が２０公園あります。こちらは、

使います事業によりまして、施設の更新とか、遊具

の更新に、今年度は公適債のほうを使いまして、少

し規模の小さい公園のほうの修繕を２公園してお

ります。

公園の整備、修繕等につきましては、毎年、公園

の遊具点検、施設点検をしておりまして、その結果

に基づきまして、大きい公園であれば、このような

事業を使って、遊具の更新、新規にではなくて、更

新のほうをしております。開発公園とか、少し小さ

い公園につきましては、開発等でいただいた公園で

して、そちらのほうの修繕等につきましては、直せ

るものであれば修繕をさせていただきますし、壊れ

まして、ちょっと危険ということであれば、使用禁

止にさせていただいて、今後の更新、撤去等は区の

代表の方と協議のほうを進めて、対応のほうをさせ

ていただいています。やっぱり近年、少子化という

こと、子供さんも少なくなっています。開発がされ

たときには、小さいお子さんがたくさんおられたと

思うんですが、大きくなられて、おられないという

ことであれば、危ない遊具は撤去するというような

方向で進めていっております。以上です。

○委員長（米田 達也） 上田委員。

○委員（上田 伴子） ありがとうございます。

確かに今おっしゃられたように、少子高齢化の中

で、子供の数が減って、遊具をあんまり以前のよう

に使わなくなったという公園も確かにあると思う

んで、地域の方と十分協議なさって、もし撤去する

場合は、そういう意見を聞いてしていただきたいと

思います。その地域にいなくても、例えば里帰りし

たときに、その公園に遊具があったら使うというよ

うなこともありますので、十分地域の声を聞いてし

ていただきたいと思います。

遊具、本当にどんな危険なことがあるかも分かん

ないので、そこら辺の安全のための点検なんかはし

っかりとお願いいたします。以上です。

○委員長（米田 達也） ほかにありませんか。

太田委員。

○委員（太田 智博） 建設課のほうに１点、確認さ

せてください。

一般質問でもさせていただいてる内容なんです

けど、豊岡病院までインターチェンジが延びまして、

大変渋滞の関係でも何回か質問をさせていただい

てるんですけど、今もその都度その都度、調査をし

ていただいてることは重々承知をしながら、今も朝

夕、多少渋滞があって、市民の方からはいろんな問

合せがあるわけですけど、県、国と連携しながら、

今どの辺りまでこういう検討策があるのか、分かる

範囲で教えていただけたらと思いますが。

○委員長（米田 達也） 久田課長。

○建設課長（久田  渉） ９月２３に開通しまして

から、県のほうでは、段階的といいますか、例えば

９月の２３から２５日、それから、９月の２６日か

ら１０月の９日、それから、１０月の１０日以降、

３段階に分けて交通量のほうを観測しまして、県の

ほうが豊岡警察のほうに依頼をしまして、信号機の

時間調整をずっとこの３段階に分けてやってます。

青信号から赤になるまでのサイクルが１００秒か

ら１０５秒、それから、１１０秒というところ、１

００秒と１０５秒と３段階に分けて、中のバランス
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を取った結果、現在のところ、１１０秒が一番、戸

牧トンネルのほうの滞留長が一番少ないという結

果になってまして、交通量もそれに見合って、今は

１０月１０日以降の段階が、まだ今、比べたらまし

になっているということです。それから、豊岡市の

ほうにつきましても、この間、本市の豊岡病院のほ

うにアンケートを取っています。勤務されている方

が１，１５５人おられるんですけど、アンケートに

そのうち４９０人の方に答えていただいて、９５％

の方が車で通っている。もしバスに乗ってくれとい

うことをお願いしたらという問いに対しては、その

９５パーのうち１５パーの方がバスに乗ってもい

いよと。その条件はというと、夕方の５時から夜の

２１時の夜間の便を増やしてもらえると、乗っても

いいかなという方がおられるというようなことで、

市のほうはそのアンケートをやっているのと、あと

は、空港インターから下りて、出石のほうに行くと

きは、豊岡出石で下りるんじゃなくて、１個手前の

インターで下りてくれというふうな看板の設置を

豊岡市はしてます。国交省は、今の出石、あそこに

下りてきてから、豊岡大橋の近所に高速道路、渋滞

するんで、豊岡出石で乗らなくて、空港から乗って

くださいというような看板も国のほうは設置をし

てます。今後の予定としましては、豊岡土木の県の

ほうが今新しくできた病院の交差点のちょっと先

に職員駐車場を造ってるんですけども、そこから信

号機を越えることなく、ちょっと今、絵がないんで、

あれなんです、あの交差点から１０メーターほど先

の右手のほうに駐車場の中に直接職員の方が入れ

るような細工というんか、工事を来年２月までに、

２月をめどに完了させると言ってますんで、インタ

ーを下りて、右折してから、その今の交差点にかか

る手前から左に入っていくような工事を発注予定

となっております。それが完了すれば、今度、また

そこの信号機の滞留時間を５秒変えて、優先的に、

逆から来た人が入っていけるようなこと、それぞれ

国県、市でやっておるところです。以上です。

○委員（太田 智博） 丁寧な回答ありがとうござい

ました。

２月からの工事ということで。

○建設課長（久田  渉） ２月に完了。

○委員（太田 智博） 完成ですね。分かりました。

もう１点、これは質問ではないんですけども、要

望としまして、車以外のこういう通勤の方も、病院

勤務の方、増えてくるかと思うんですけど、その中

で、病院から下りてきた下りのとこに横断歩道があ

るんですね。横断歩道とインター下りて下り、同じ

ように下ってくるんですけど、これが戸牧のほうに

左折するときに、信号機が時差式になってない関係

で、夜なんか、大変歩道から、自転車なんかだとか、

ランニングされてる方が確認しにくいということ

で、病院から戸牧方面に左折する方が、できたら、

そこの信号機、横断歩道を時差式にしていただけな

いかみたいな要望もあるんですね。確かに何回か通

ったんですけど、夜、病院から下ってきて、信号機

を左に曲がりますよね、戸牧のほうに。横断歩道あ

るんですけど、そこの横断歩道も時差式になってな

い関係で、その横断歩道を通る歩行者、ランニング、

自転車の方がおられるんです。巻き込んで、事故に

もならんかなという、ちょっと危惧するところもあ

るので、一回、そういうところも一緒に併せて調査

をしていただけたらとは思うんですけど。これは要

望ですけど。

○委員長（米田 達也） ほかにございませんか。

答えられますか、よろしいですか。すみません。

また後日、じゃあ、よろしくお願いします。

ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長（米田 達也） それでは、ないようですの

で、この際、当局の皆様方から特にご発言ございま

せんか。

ないようでしたら、当局の皆様は退席いただいて

結構です。お疲れさまでした。

暫時休憩します。再開、５０分でいいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長（米田 達也） 再開は１０時５０分。

午前１０時４２分 休憩

────────────────────
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午前１０時４８分 再開

○委員長（米田 達也） それでは、休憩前に引き続

き、委員会を再開いたします。

それでは、後半の部署に入ります。

協議事項３番、自己紹介。

それでは、自己紹介に入ります。

今回は、役員改選後、初めての委員会であります。

ここで、出席者の皆さんに自己紹介をいただきたい

と思います。

まず、委員からですが、失礼します。皆さん、お

疲れさまです。このたび、当委員会の委員長を拝命

いたしました米田でございます。何分不慣れでござ

いますので、太田副委員長はじめ、委員の先輩方、

当局の皆様方、今後１年間よろしくお願いいたしま

す。

○委員（太田 智博） このたび、副委員長を拝命し

ました太田と申します。建設経済委員会、２回目に

なります。どうぞよろしくお願いします。

○委員（小森 弘詞） 委員の小森弘詞と申します。

建設経済委員会、初めてでございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。

○委員（浅田  徹） おはようございます。委員の

浅田でございます。よろしくお願いします。

○委員（田中藤一郎） 久しぶりの建設ですけど、ち

ょっとけがしております。ゴルフでこけてしまいま

して、ちょっと骨折してますけど、全然支障がござ

いませんので、張り切って頑張りたいと思います。

よろしくお願いします。

○委員（上田 伴子） おはようございます。委員の

上田伴子です。建設経済委員会は初めてでございま

して、新人でございますけど、よろしくお願いしま

す。

○委員（竹中  理） おはようございます。委員の

竹中です。私も何年かぶりの久しぶりの建設経済委

員会です。よろしくお願いします。

○委員長（米田 達也） 次に、各振興局から名簿順

でお願いいたします。

○城崎振興局長（冨岡  隆） おはようございます。

城崎振興局の冨岡と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。

○城崎振興局地域振興課参事（橋本 郁夫） おはよ

うございます。城崎振興局地域振興課参事の橋本で

す。よろしくお願いいたします。

○城崎温泉課長（山田 和彦） 失礼します。城崎温

泉課課長の山田和彦と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。

○竹野振興局長（石田 敦史） おはようございます。

竹野振興局の石田です。私はこの委員会はずっと足

かけもう８年、９年近くになります。来年の３月を

迎えて、一応役職定年を迎えることとなります。お

手柔らかに、あと数か月、よろしくお願いします。

○竹野振興局地域振興課参事（森口 佳徳） 同じく

竹野振興局地域振興課の森口です。よろしくお願い

いたします。

○日高振興局長（柳沢 和男） おはようございます。

日高振興局長の柳沢です。どうぞよろしくお願いい

たします。

○日高振興局地域振興課参事（徳味 卓示） おはよ

うございます。日高振興局参事の徳味と申します。

よろしくお願いいたします。

○日高振興局地域振興課参事（上野 和則） おはよ

うございます。同じく日高振興局地域振興課参事の

上野です。引き続きよろしくお願いします。

○出石振興局長（宮﨑 雅巳） おはようございます。

出石振興局長の宮﨑です。よろしくお願いいたしま

す。

○出石振興局地域振興課参事（神谷 謙二） おはよ

うございます。同じく出石振興局地域振興課参事の

神谷謙二と申します。よろしくお願いします。

○但東振興局長（大岸 和義） おはようございます。

但東振興局長の大岸でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。

○但東振興局地域振興課参事（大岸 勝也） おはよ

うございます。但東振興局地域振興課参事の大岸と

申します。よろしくお願いいたします。

○上下水道部長（川端 啓介） おはようございます。

上下水道部部長の川端です。引き続きよろしくお願

いいたします。
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○水道課長（谷垣 康広） おはようございます。水

道課課長、谷垣です。よろしくお願いいたします。

○水道課参事（大谷 賢司） おはようございます。

水道課参事の大谷でございます。よろしくお願いし

ます。

○水道課参事（縄手 伸幸） 水道課参事、縄手とい

います。どうぞよろしくお願いいたします。

○下水道課長（榎本 啓一） おはようございます。

下水道課長の榎本です。よろしくお願いします。

○下水道課参事（野畑 修身） 下水道課参事の野畑

といいます。よろしくお願いします。

○農業委員会事務局長（安藤 洋一） おはようござ

います。農業委員会事務局長の安藤でございます。

よろしくお願いいたします。

○委員長（米田 達也） 最後に、議会事務局、お願

いします。

○事務局主幹（山本 雅彦） 失礼します。当委員会

の事務局を務めます山本です。よろしくお願いしま

す。

○委員長（米田 達也） それでは、４番、協議事項。

（１）委員会所管事項の事務概要について。

それでは、委員会所管事項の事務概要に入ります。

進め方としましては、まず、各振興局から説明し

ていただいた後、振興局一括して質疑を行います。

その後、上下水道部及び農業委員会事務局の順に部

局ごとに説明、質疑を行いたいと思います。

なお、委員の皆さん、当局の皆さん、質疑、答弁

に当たりましては、くれぐれも要点を押さえて簡潔

明瞭に行うなど、スムーズな議事進行に格別のご協

力をお願いいたします。

また、委員会での発言は、委員長の指名の後、マ

イクを使用して発言者名を名のってから行ってい

ただきますようご協力をお願いします。

それでは、まず、各振興局の説明を城崎振興局か

ら順にお願いいたします。

城崎振興局地域振興課、橋本参事。

○城崎振興局地域振興課参事（橋本 郁夫） 事務概

要３５ページをご覧ください。城崎振興局の取組と

進捗状況をご説明いたします。

初めに、城崎振興局プロジェクトの１つ目ですが、

城崎温泉夢花火事業、こちらは、夏休みの誘客とし

まして打ち上げられる城崎温泉夢花火を支援する

ものでございます。今年は７月２９日から８月２２

日のお盆の期間を除く平日の１４日間の花火の打

ち上げが行われております。こちらの補助のほうは

終えております。

２つ目の街路樹整備事業は、城崎温泉の景観を構

成する重要な要素であります大谿川沿いの柳、桜並

木の経年による樹勢衰退が課題となっております

ので、健全な育成を図ることとしております。この

業務の契約は１１月１日に行いまして、今後、間伐、

植え替えなどを行う予定としております。

３つ目の麦わら細工振興事業は、城崎の伝統工芸

であります麦わら細工を市内の児童に知っていた

だこうと小学校へ訪問し、麦わら細工の制作体験な

どを実施しております。今年度は、小学校７校９ク

ラスから申込みがあり、１１月１日時点では、１校

１クラスの実施を終えております。今後、順次実施

していく予定としております。

４つ目の城崎・港未来づくり補助金は、城崎、港

地域のおおむね１０年先の未来を見据えた際に考

えられる地域課題についての取組などに助成を行

っております。これまで５件の事業採択を行い、４

件の交付決定を行っております。

次に、公共施設の集約ということで、城崎温泉交

流センター基本計画策定業務は、城崎温泉交流セン

ターを城崎文芸館と麦わら細工伝承館の機能を含

めた複合施設に建て替える基本計画を策定するも

のです。これまで地域の意見取りまとめのため、基

本計画検討会を３回開催し、計画策定を進めており

ます。

最後に、城崎温泉交流センター解体実施設計業務

では、施設建て替えのため、城崎温泉交流センター

の解体実施設計を行うこととしており、本業務の委

託の入札を１１月の２０日の予定で今進めており

ます。

説明は以上となります。

○委員長（米田 達也） 竹野振興局地域振興課、森
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口参事。

○竹野振興局地域振興課参事（森口 佳徳） ３６ペ

ージをご覧ください。竹野振興局の取組についてご

説明いたします。

竹野地域では、人口減少の緩和と地域振興を図る

ため、本年度も振興局プロジェクト事業に取り組ん

でいます。

それでは、概要と進捗状況を説明いたします。

まず、振興局プロジェクト事業の（１）たけの海

上花火大会事業は、竹野地域の知名度及び地域活性

化の向上に寄与するたけの海上花火大会への支援

を行うものです。今年度で第５２回を迎えましたた

けの海上花火大会ですが、当日は、竹野新港防波堤

の先端付近で常時１５メートル前後の強風が吹い

ていまして、竹野新港に停泊の打ち上げ台船を沖合

に出すことができず、やむを得ず中止となりました。

しかしながら、たけの観光協会前の緑地帯での音楽

ステージイベントや北前館西側の駐車場で露店の

開催などは決行されまして、例年の５分の１程度の

約６，０００人ではありますが、にぎわいを見せて

いました。

次に、（２）竹野焼杉板景観保全事業、竹野駅か

ら竹野浜間を対象地域として、家屋の外壁に焼き杉

板を使用した場合、材料費の一部を補助する事業で、

４月から受付を開始し、１１月１日現在、４件の申

請を受け、２件が完了しております。交付決定額は

４０万５，０００円となっております。

次に、（３）竹野のお仕事図鑑作成事業は、竹野

地域で働いている若者たちを紹介する「竹野のお仕

事図鑑」を作成し、ホームページや移住イベント等

で情報発信し、竹野地域の移住、定住者の増加につ

なげるもので、ＮＰＯ法人たけのかぞくに業務委託

をしており、請負金額９９万６，６００円、委託期

間は２０２４年７月３日から２０２５年１月３１

日まで、現在の進捗率は７０％です。今後の予定と

しましては、完成した冊子を用いて、２０２５年２

月１６日、東京交通会館で開催の兵庫県移住フェア

でＰＲ活動を行う予定としております。

次に、（４）竹野地域空き家対策事業は、地域全

体で空き家問題への意識を変えていただくため、啓

発資料を作成し、区長や地域住民向けに説明会の開

催や啓発を行うものです。こちらも、ＮＰＯ法人た

けのかぞくに業務委託しており、請負金額２６万４，

０００円、委託期間は２０２４年６月１１日から２

０２５年３月３１日まで、進捗率は４５％です。１

月中にはリーフレットが完成予定で、そのリーフレ

ットを活用し、コミュニティ単位での地域住民向け

説明会を２月中旬から３月上旬にかけて開催する

予定としております。

最後に、（５）川湊再生プロジェクト後継検討事

業は、竹野浜地域を中心に展開してきた川湊再生プ

ロジェクト事業を竹野地域全体にエリア拡大し、新

たな事業実施に向けた検討を行うものです。竹野地

域の関係団体であります一般社団法人たけの観光

協会や竹野３地区のコミュニティ役員と協議を重

ねました。また、竹野地域の２０代から４０代の若

者交流会で意見を交わし、新事業の実行委員会の設

立に向け検討を進めており、２０２５年度当初予算

に必要に応じた予算要求を行う予定です。今後の予

定としましては、新事業の実行委員会の立ち上げに

向け、実行委員を募集し、年度内に決定する予定と

しております。

説明は以上です。

○委員長（米田 達也） 日高振興局地域振興課、徳

味参事。

○日高振興局地域振興課参事（徳味 卓示） それで

は、資料の３９ページをご覧ください。日高振興局

の取組の進捗状況について説明します。

まず、日高振興局プロジェクト事業の（１）日高

地域づくり運営事業です。この取組は、振興局ごと

に取り組んでいる若者会議という位置づけの日高

振興局版のオリジナル事業です。今年度は、江原駅

周辺のにぎわいづくりをテーマに、江原に住む専門

職大学の学生の皆さんと取組を進め、６月と１０月

に、全但バスの車両を使ったバスカフェイベントを

開催いたしました。その他、学生主体でのイベント

も開催されており、今後も大学生や地域の方たちと

一緒になって、江原駅周辺のにぎわいづくりを展開
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したいと考えています。

続いて、（２）日高地域の先輩に学ぶ授業です。

日高東中学校１年生対象の授業はこれから１２月

の６日、２年生の対象の授業は１２月５日に開催す

る予定です。また、日高西中学校の授業は１２月９

日に予定しております。

続きまして、２、観光事業の（１）道の駅「神鍋

高原」改修整備事業です。現在、運営者である日高

振興公社の運営計画を踏まえ、実施設計業務を進め

ているところです。今後は、２０２５年度から改修

工事を実施し、２０２６年度のリニューアルオープ

ンを目指して、整備する予定です。

続いて、（２）日高夏まつり事業です。７月２８

日に日高夏まつりが開催され、実行委員会に１００

万円補助支援しました。地元の子供たちをはじめ、

多くの方が楽しまれました。

続きまして、３、植村直己顕彰事業です。その（１）

植村直己冒険賞を核とする顕彰事業の実施です。６

月１日、日高文化体育館で２０２３「植村直己冒険

賞」を受賞された山田高司さん、高野秀行さんペア

と田中彰さん、大西良治さんペアの授賞式と記念講

演会を開催しました。当日は、会場に６００名の方

が参加されたほか、オンラインによる同時配信を行

い、３４０名の方に視聴していただきました。また、

１０月１９日に府中小学校創立１５０周年記念事

業にて、山田高司さん、高野秀行さんの記念講演を

実施しました。

続きまして、（２）植村直己冒険館の維持管理運

営です。指定管理の植村直己冒険館では、９月末ま

でに２万６，０５４人の来館者があり、昨年度比較

でほぼ同じ状況となっています。宿泊体験ができる

どんぐりステイは１，８５４人が利用され、昨年度

同時期比較で約２割増しの状況となっています。１

０月２６日と２７日に開催されましたチャレンジ

応援祭には、市内外からの子供連れのファミリーら

約７００人が参加され、ツリーイングやクライミン

グなどの体験プログラムに子供さんらが参加され、

挑戦することの面白さ、大切さを感じていただきま

した。開催に当たっては、地元の方々の協力やＮＯ

ＭＯベースボールクラブも体験ブースを出すなど、

協力支援の輪が広がっています。

最後に、日高庁舎管理費です。日高庁舎について

は、１９８１年１０月竣工、築４２年を経過してお

りますが、老朽化に対応する改修のための設計業務

を進めています。省力で高効率な空調設備への更新、

照明機器のＬＥＤ化、耐熱効率を上げるための内断

熱補強で、庁舎のＺＥＢ化を図り、ライフサイクル

コストの縮減を目指しております。あわせて、段差

のある旧式トイレや傷んだスロープの改修、敷地路

面の割れたインターロッキング部分のアスファル

ト改修などで、誰もが快適に利用できる環境を整え

たいと思っております。

説明は以上です。

○委員長（米田 達也） 続いて、出石振興局地域振

興課、神谷参事。

○出石振興局地域振興課参事（神谷 謙二） それで

は、４１ページをご覧ください。出石振興局の取組

のうちの進捗状況についてご説明をさせていただ

きます。

まず、１の有子山築城４５０周年・出石城築城４

２０周年事業ですが、これらにつきましては、有子

山城築城４５０周年事業実行委員会が主体となり、

市から計２３７万円を補助するとともに、同実行委

員会が出石町民から協賛金を集められ、様々な事業

を実施されております。そのうちの（１）ですが、

主要事業と位置づけております有子山城築城４５

０周年記念シンポジウムですが、こちらは、来る１

２月１日日曜日、午後１時３０分から午後４時まで、

出石永楽館で実施することが決まっております。現

在、実施の準備を進めているところです。内容は、

中世城郭研究の第一人者で、テレビ等でもおなじみ

の人気のある名古屋市立大学教授、千田嘉博先生に

よる山名氏をめぐる周辺地域との関係についての

パネルディスカッションを実施します。定員は３２

０人で、１０月初めに募集を開始しましたが、１１

月初めには既に定員に達している状況で、現在、現

地での観覧申込みの受付は停止をしております。た

だし、市民ホールでパブリックビューイングを行う
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ことにしておりまして、こちらのほうは申込不要で

観覧可能としておりますので、新たに申込みがあっ

た方については、こちらをご案内しております。

次に、（２）の同記念事業として行うこととして

いました公開講座、出石の歴史を楽しむにつきまし

ては、去る１１月１４日木曜日、午後７時から、出

石庁舎において、兵庫県立兵庫津ミュージアム学芸

員の多賀茂治氏をお招きして、「但馬守護 山名氏

の盛衰」と題した講演を行っていただきました。当

日は４５名の参加があり、１２月１日のシンポジウ

ムに向けての事前学習であったり、盛り上げにつな

がる事業となったのではないかと考えております。

続きまして、２の出石歴史資料館利活用検討事業

です。こちらは、出石地域にある指定文化財で、市

民等の利用に供する施設となっている５施設、出石

史料館、出石明治館、出石家老屋敷、出石加藤弘之

生家、出石永楽館の利活用について検討を行おうと

するもので、芸術文化観光専門職大学との連携事業

として、昨年度から実施しております。去る９月１

１日に専門職大学、藤本准教授から提言書という形

で利活用の方策の提出をいただきました。これを基

に、市としても庁内検討、協議を行い、歴史資料館

の利活用の方向性を決定したところです。基本方針

としましては、次の４点を掲げております。（１）

各施設自身の歴史的価値を市内外に伝えること、

（２）施設ごとのコンセプトを設定すること、その

コンセプトの具体的内容としましては、ア、出石史

料館については、地理、伝統的建造物の啓発、イ、

出石明治館については、産業、出石焼の振興、啓発、

ウ、出石家老屋敷につきましては、歴史、江戸期を

中心とした出石の歴史の啓発、出石永楽館につきま

しては、芸能、伝統芸能の継承、啓発としています。

それから、（３）につきましては、収益と多様な

目的の利用者確保策として、飲食、物販サービスの

提供を可能とすること。

（４）としまして、利用者の利便性向上のために

ＩＣＴを活用することなどです。

なお、加藤弘之生家につきましては、文化財とし

て維持していく必要性はあるものの、残念ながら、

この検討の中では、市民の利用に供する施設として

の利活用策を見いだすことはできませんでした。こ

れらの利活用策を来年度以降、具体的に実施してい

くため、施設ごとのコンセプトを明確にしたり、貸

し館利用といった新たな活用を可能とするため、次

の１２月議会に所要の条例改正案を提出する予定

としております。

出石振興局からは以上です。

○委員長（米田 達也） 続きまして、但東振興局地

域振興課、大岸参事。

○但東振興局地域振興課参事（大岸 勝也） 概要及

び進捗状況を説明させていただきます。

１つ目、但東振興局プロジェクト事業です。

（１）地域との協働による空き家利活用促進です。

進捗といたしましては、既に７月の６日、７日に福

知山公立大の学生と、それから教授の方を交えて、

それからコミュニティ、振興局の三者で、ワークシ

ョップ及び空き家の現地調査を開催いたしており

ます。これにつきましては、また今度、ウに書いて

おりますが、１１月２７日に、移住者も含めた意見

交換会をさせていただく予定といたしております。

エです。兵庫県の空家活用特区制度についての概要

説明会を県の職員さんにお願いをして７月の２４

日に開催いたしております。これも３コミュニティ

のメンバーと、それから住宅支援グループのメンバ

ー、それから振興局が参加いたしております。結果

ですけれども、「飛んでるローカル」に載せており

ます空き家ですけども、今年度は３件の成約ができ

ております。

それから、（２）番のＴＡＮＴＯミーティングで

す。今回、１１月の２３日の土曜日に１回目のしゃ

べり場を７人程度で開催させていただきたいと思

っております。これにつきましては、今後、続けて

しゃべり場を開催していって、最終的には、但東、

どうあるべきなのか、但東の若い人たちが何をした

いのかということをまとめていきたいと考えてお

ります。

２つ目、但東シルク温泉やまびこの管理です。本

年度予算をつけていただき、長寿命化計画を策定い
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たしております。７月の２４日に業者、そこに書い

ております株式会社地域計画建築研究所大阪事務

所と契約を結びました。１０月に現地調査を行って

おりまして、先だって、１１月の１４日に従業員で

すとか、地域の方のヒアリングを行いました。今後、

やまびこがどういうふうに地域の拠点としてなっ

ていくのがいいのかという方向性をこれにもって、

３月までに計画を策定させていただきたいと思っ

ております。

３つ目、たんとうチューリップまつり開催事業費

です。今年度は４月の１２日から２２日に開催いた

しました。来場者数は約２万１，０００人、昨年が

１万５，０００人ですので、約４０％の増となって

おります。市民参画の状況ということで、周遊を目

的としました但東ファンマーケットというのを庁

舎前で、１日だけですけれども、開催させていただ

きました。出店は、コミュニティの組織とＪＡたじ

まさん、商工会さん、その他もろもろ、お頼みしま

して、イベントを開催いたしております。来場者数

は約１，１００人ということで、昨年も同じことを

開催しまして８００人でしたので、３７．５％増、

チューリップまつりと同じぐらいの増加が見込め

たということであります。それから、イです。今年

も但東中学校３年生がチューリップまつりに参加

してくれました。但東の魅力、それから、今年は但

東だけではなくて、但東のチューリップまつり行っ

た後に、周りもこんな魅力がありますよと、豊岡市

はこんな魅力がありますよというところを調べて

くれて、ＳＮＳ、インスタグラムを使って情報発信

をしていただきました。もちろん会場でも３年生が

入って、インスタグラム見てくださいねというよう

な宣伝をさせていただいております。

４つ目、日本・モンゴル民族博物館の事業です。

来館者数については、１０月末現在で４，１２８人

で、昨年が２，９８２人です。ここ、すみません、

数字が間違っております。２７．８％減となってい

ますが、これ、３８．２％増の間違いです。すみま

せん、申し訳ございません。どうも反対に割ってた

ようです。すみません。２つ目、ミニミニ作品展と

して「ちいさな世界」、それから、３つ目、９２回

の企画展、それから、４つ目、９３回の北方ユーラ

シアの古代岩画展、ここまで現在開催いたしており

ます。１２月１４日からは、５つ目の館内にありま

す馬頭琴コレクションを企画展で開催いたしてお

ります。かなりの本数の馬頭琴がございますので、

よろしければ、この期間に来ていただければ、いろ

んな馬頭琴が見ていただけるのかなというふうに

思っております。それから、６つ目です。（６）番

です。博物館を活用した但東の地域づくりに関する

意識調査業務ということで、但東町にあるモンゴル

博物館、本当に但東にとってどうあるべきがいいの

かという意識調査をさせていただきたいと思って

おります。委託先は、一般社団法人ちいきのての方

です。委託料は、そこに書いております、本年度１

１０万円です。１０月３０日から始めて、３月２０

日までに今年度分をまとめさせていただきたいと

思います。実際には今月からアンケートを開催し、

１２月からワークショップを２回にわたって開催

していく予定といたしております。

振興局の説明は以上で終わります。

○委員長（米田 達也） 説明は終わりました。

質問等はございませんか。

田中委員。

○委員（田中藤一郎）  何点かあるんですけれども、

いろんな委員会と重なるところはあるかと思うん

ですけど、今回、経済的なところで地域活性化とい

うふうな部門であると思うんですけど、取組だった

り、考え方の中で、最も振興局として意識していた

だきたいのが、やっぱり人口減少というふうなとこ

ろでいきますと、申し訳ないんですけど、非常に弱

いなというふうに感じました。特に建設経済という

のは、経済のところがあるわけですけれども、やは

り人口減少の中で、一つポイントになるのが、どう

いう経済対策を各振興局が積極的に行うことによ

って、人にそこに来ていただくだとか、例えば企業

誘致のとこら辺があるだとかいうようなところ、本

庁と兼ね合いがあるとは思うんですけど、やはりし

っかりとした、そういったメッセージ等々をしっか
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りとつくっていただきたいなというふうに率直に

感じております。その辺り、やはりもう少し意識を

持っていただきたいなというふうに思ってます。

そこで、全部の振興局の方に聞くと時間が何ぼあ

っても足らないんですけれども、先ほど建設の経済

政策の中で、商店街のとこら辺の質問をさせていた

だきました。中心市街地のところでいいますと、商

店街のそういう振興、活性化というふうなんを結構

しっかり載ってたんですけれども、今回、皆さんの

ところでいいますと、ちょっとその辺りがあるのか

ないのか分かんないなと。やはり特産物、特産品

等々も各振興局の中にはあるかと思うんですけど

も、そういった推進等々もどういうふうに照らし合

わせながら、調整して、載せていくのかというふう

なところを必要だというふうに思うので、まず、１

つ目は、商店街の振興、そして、各振興局の中の特

産業の振興、この２点、どのように考えられてるの

か、短めにお願いします。

○委員長（米田 達也） どちらの。

○委員（田中藤一郎） 皆さん、全部、ささっと。そ

うしましたら、地元の出石と但東町、よろしく。（「商

店街ないんですけど」と呼ぶ者あり）商店街ない。

なら、出石と日高。

○委員長（米田 達也） じゃあ、どちらから。

徳味参事。

○日高振興局地域振興課参事（徳味 卓示） まず、

１点目、商店街についてですけれども、日高振興局

プロジェクトの中で、江原駅周辺のにぎわいづくり

というのをテーマに事業を進めております。これは、

旧商店街のほうを活性化といいますか、再活動化と

いいますか、専門職大学の学生たちと協働すること

によって、新たなイベントを行い、新規の価値創造

ということで、取組を近年進めております。バスカ

フェイベントであるとかもその一端であります。こ

れを、さらに学生や若者たちと協力しながら、若者

に住んでいただける、若者を誘致できるような、そ

んなまちの活性化というものを目指して、引き続き

続けていきたいと思っております。

もう１点、特産品についてであります。神鍋高原

には高原野菜、キャベツであるとか、スイカである

とか、そういった高原野菜という魅力的な食材がご

ざいます。これを日高振興公社と協力をして、さら

に販売であるとか、周知であるとか、そういったこ

とを今後も進めてまいりたいというふうに考えて

おります。以上です。

○委員長（米田 達也） 神谷参事。

○出石振興局地域振興課参事（神谷 謙二） まず、

商店街の振興についてということですが、具体的に

個別的に直接、商店街を振興というふうな形の事業

というか、そういったものは出石振興局ではないわ

けですけども、これまでから、まちづくり公社であ

るとか、観光協会、商工会、振興局も入った、今回、

皿そば協同組合さんにも入っていただいて、五者会

議というまちづくり会議を持っておりますので、そ

ういったところの中で、いろんな商店街の振興も含

めて地域の活性化、全ての課題を議論しているとい

うふうな状況がございますし、先ほど説明させてい

ただいた歴史史料館の利活用という部分も、それぞ

れの点在する魅力的な館を連携させて、観光客等の

周遊範囲を広げようということも、間接的になるか

も分かりませんけども、商店街の活性化にもつなが

ることになるのかなというふうに考えております。

それから、特産物の振興という部分では、出石の

伝統的産業であります出石焼、ちょっと大分窯元等

も減ってきて、維持していくということは課題にな

っているわけですけども、そちらのほうも、陶友会

という組合というか、団体があるんですけども、そ

ちらのほうの事務局、観光協会とも連携しながら、

後継者の確保であるとか、そういった部分に今取り

組んでいるところでございます。

出石振興局は以上です。

○委員長（米田 達也） 田中委員。

○委員（田中藤一郎） 時間の関係上、短めにと言う

てて、皆さんに質問した商店街がないところもあっ

たり、本当に地域の現状がかいま見れたかなという

ふうに思っております。

各振興局の中にもやはりかなり特性的なところ

の取組もされてるんですけど、もう一つプラスアル
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ファをしっかりつくっていただいて、我々も本庁と

いいましょうか、そういったところにアプローチを

かけながら、どうある意味予算立てをつくっていく

のかというのは非常に大事やというふうに思うん

ですけど、やっぱり振興局から発信をしていただけ

なければ、我々も分かんないですし、本庁のほうも

できないというふうなところがありますので、その

辺り、我々もしっかり利用していただいて、そして、

しっかりとしたやつをつくっていただけるようお

願いを申し上げまして、私からは終わります。以上

です。ありがとうございます。

○委員長（米田 達也） ほかにございませんか。

竹中委員。

○委員（竹中  理） 日高振興局にちょっと質問し

たいと思います。

今年、植村直己さんが亡くなって没４０年という

ことで、記念事業が、４０周年記念事業というのが

行われてたと思うんですけど、その歌碑というんか、

松任谷由実さんの「星のクライマー」という、植村

直己さんのことを思って書いた曲の歌詞を寄附す

るという形の話の中で、植村直己没後４０年記念事

業実行委員会の中にも豊岡市さん入ってたと思う

んですけど、この今の、今説明の中に入っていない

というのは、何か理由があるんですか。

○委員長（米田 達也） 柳沢局長。

○日高振興局長（柳沢 和男） 以前、委員の皆様に

状況報告ということでさせていただきましたです

けども、９月の初めに実行委員会のほうがプレスの

ほうに発表されました。それまで、いろいろと関係

のところ、専門職大学さんも含めて、調整をしてき

ておりました。当初は、豊岡市も実行委員会に入る

というふうなつもりでおりましたけれども、後方支

援、協力をするというふうな立場で、実行委員会組

織には入って、今、おりません。今の実行委員会の

方は、もう有志の方だけの集まりとしてされてると

いうことです。ただ、この事業を進められるに当た

って、豊岡市もですけれども、専門職大学のほうも

入って、調整会議というのを設けて、先行きを今議

論してるというような状況でございます。以上です。

○委員長（米田 達也） 竹中委員。

○委員（竹中  理） 前回、委員会いなかったんで、

初めてちょっと聞いた中なんで、すみません。

植村直己さんはもう豊岡市としてぜひ顕彰して

いただきたいので、日高振興局だけとは言わず、も

う本当に市挙げてやっていただきたいなと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。それだ

けです。以上です。

○委員長（米田 達也） ほかにございませんか。

浅田委員。

○委員（浅田  徹） 簡潔に。

但東振興局のほうに、取りあえず代表ということ

で、非常に僕は若者対策なんか、非常に気になって

ます。それが、今、若者会議ということでやられと

るわけですけども、例えば但東さん、地域おこし協

力隊、さらには、農業スクール卒業者でも９名の方

が野菜作り、オーガニック、希望を持って外部から

一生懸命、但東で頑張っておられます。やっぱりそ

ういう地域の若者も含めて、外部から入ってきた、

どうだと、頑張れるか、こういうことが生かしてい

かないと、地域おこし協力隊の３年間、それを支援

したら、後は知らんよみたいな、行政の中に冷たい

ところで、言い方悪いですけども、その辺を考えて

いかないと、これ、どの地域もそうなんですけども、

人が集まらないとかじゃなくて、やってきたこと、

それを次につなげていく、この辺の考え方について、

まず、但東さんだけ、今日はお尋ねしときたいと思

います。

○委員長（米田 達也） 大岸局長。

○但東振興局長（大岸 和義） 浅田委員のおっしゃ

るとおりだと思っています。新しい風を地域に吹き

込もうと思えば、やはりそういった人材を導入して、

そして、我々の今取組も検証いただいて、さらには、

いろんなアドバイスをいただく、そういった体制を

つくることは重要だと思っています。例えば地域コ

ミュニティ単位に移住者会議というようなものを

年１回、あるいは半年に１回開催して、外からお見

えになった方の意見、それと、地元にいる者の意見

を交換したりだとか、それから、先ほど参事から説
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明のありました若者会議、こちらのほうも、従来か

ら地域おこし協力隊の企画推進に依存していたわ

けですが、今回、新たな体制を検討する中でも、や

はり移住者の方を中心にご意見いただこうかなと

いうふうに考えております。いずれにしましても、

新たに定着してくれた若者、それから、外から入っ

てきていただいた住民の方々、そういった方々と既

存の住民の皆さんの知恵を結集して、何とか人口減

少対策に当たっていきたいなというふうに思って

おります。以上です。

○委員（浅田  徹） ありがとうございます。

○委員長（米田 達也） ほかにございませんか。

ないようですので、次に、上下水道部の説明をお

願いいたします。

上下水道部水道課、谷垣課長。

○水道課長（谷垣 康広） ４６ページをご覧くださ

い。水道施設の整備についてご説明いたします。

現状と課題については、変更ございません。

概要及び進捗状況についてです。２０２４年度の

主な事業の進捗状況についてご説明いたします。

１つ目に、佐野浄水場膜ろ過設備更新事業は、膜

ろ過設備が経年劣化により機能が低下しているた

め、ろ過装置を更新し、安定した水道水の供給を図

るものです。令和４年から令和６年度の３か年の工

事で実施しております。進捗率は９５％となってお

ります。今年度の完成予定です。

２つ目、城山配水池耐震補強事業です。耐震診断

の結果を受けまして、耐震補強を行うものです。進

捗状況としましては１４％です。

３つ目、城崎・港給水区配水施設整備事業です。

城崎・港給水区への安定した水道水の確保のため、

国県の事業に合わせて送水管を移設する予定して

おりましたが、国及び兵庫県の実施する事業との調

整によりまして今年度の実施を見送る予定として

おります。

４つ目、城崎大橋架け替え関連事業です。県が実

施する城崎大橋架け替え事業に伴い、配水管を移設

するものです。新橋部と取り合い部の県道改良部の

布設を行っております。設計中が１件ございますが、

いずれも年度内の完成をする予定としております。

５つ目、大見塚受水池・配水池改築事業です。老

朽化した受水池、配水池の耐震化のため改築を行う

ものです。昨年度の配水池敷地造成区域内におきま

して、工事中にのり面の一部崩壊があり、工事の内

容を変更し、繰越工事としてのり面対策工事を実施

しているところでございます。このため、今年度予

定していました送水管布設工事については、見送る

予定としております。

６つ目、老朽管更新事業です。漏水事故の頻度の

高いところを優先して、耐用年数による更新を計画

的に行っております。本年度の老朽管更新は、管路

で２，２３０メートルの布設替えと舗装本復旧工事

を行っております。進捗状況といたしましては、記

載のとおりで、いずれも年度内の完成を予定してお

ります。

７つ目、浄水場等設備更新事業です。各施設の老

朽化した電気機器の更新を行うためのものでござ

います。各施設の状況を見て、優先順位を入れ替え、

増減して実施しております。１件につきましては、

機器の修繕方法の見直しを今検討しているところ

でございます。また、１件で、納期が４月以降とな

る見込みでございますが、その他につきましては、

年度内の完成を予定しております。

水道課からは以上です。

○委員長（米田 達也） 続きまして、下水道課、榎

本課長。

○下水道課長（榎本 啓一） 下水道整備事業の概要

及び進捗状況について説明をさせていただきます。

１つ目、統廃合事業は、処理区を統廃合すること

により施設の効率化を図るもので、廃止する浄化セ

ンターはポンプ場に改造し、機器を大幅に削減する

とともに、汚水調整池として有効活用するための工

事と統廃合先までの管敷設工事及び舗装復旧工事

を行っております。処理区ごとの進捗率は、５から

８０％で、水石処理区については、年内に浄化セン

ターをポンプ場とするための工事の入札を予定し

ております。

次に、２つ目の長寿命化対策事業は、統廃合事業
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完了後にも残る浄化センターについて、機器の更新

等を適切な時期に行い、施設の長寿命化を図るもの

です。長寿命化事業については、国の補助金が要望

額に対して、今年度は約６０％となっており、（１）

番の工事では、日高中央浄化センターとマンホール

ポンプ更新工事の発注の目途がついていません。城

崎浄化センターの更新工事についての進捗率は

５％です。

（２）番の実施設計においても、国の補助金の関

係で、桃島雨水ポンプ場の発注の目途がついており

ません。その他の実施設計は、来年度からの更新工

事に向け、豊岡市浄化センターは１０％、京口中継

ポンプ場は５％の進捗率です。また、不足しており

ます補助金については、現在国へ要望しているとこ

ろです。

次に、３つ目、雨水幹線整備事業は、内水浸水想

定区域図の作成を進めております。進捗率は５０％

です。来年度中に市のホームページでの公開を予定

しております。

説明は以上です。

○委員長（米田 達也） 説明は終わりました。

質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長（米田 達也） ないようですので、続いて、

農業委員会事務局の説明をお願いいたします。

農業委員会事務局、安藤事務局長。

○農業委員会事務局長（安藤 洋一） ５０ページを

ご覧ください。農地利用最適化の推進について、概

要と進捗状況についてご説明いたします。

１点目は、農地法に基づく許認可事務でございま

す。毎月１回、農業委員会総会を開催し、農地法等

に基づく農地の権利設定の許可や転用等に係る意

見の進達等をしております。なお、本年度１０月末

現在での申請、許可等の件数は、前年度と同様、３

条申請が多い傾向が続いております。その要因は、

昨年４月１日から農地法の一部改正の施行により

下限面積要件が撤廃されたことで、農地を取得また

は使用し、耕作しやすくなったことが考えられます。

２点目は、遊休農地の発生防止、解消についてで

す。農業委員、農地利用最適化推進委員の活動を円

滑に進めるため、おおむね旧市町ごとに部会を編成

し、日頃から違反転用等を含めた農地のパトロール、

耕作者の離農等による遊休農地予備軍と新たな耕

作者をつなぐ活動を実施しております。７月には、

事務局も加わり、市内全域で農地利用状況調査を実

施し、当該結果を踏まえ、利用意向調査及び非農地

判断を実施することとしております。利用意向調査

については、１１月１日付で発送をしております。

３点目は、担い手への農地利用の集積、集約化及

び新規参入の促進についてです。担い手への農地の

集積、新規参入の促進のための活動を実施しており

ます。具体的には、新規就農者が経営規模を拡大す

るに当たり、農地の確保のための調整を地元の推進

委員を中心に実施した事例がございます。

４点目は、地域計画の策定でございます。実施主

体は市でありますが、農業委員会としては、目標地

図素案の作成を担っております。各集落で実施して

います協議の場に農業委員、農地利用最適化推進員

も同席し、相談、助言等を行っております。また、

事務局は、目標地図素案に必要なデータがそろった

ものから、順次、農林水産課から地図作成の依頼を

受け、目標地図素案の作成を行っております。

５点目は、農地利用最適化推進委員の活動につい

てです。農地利用最適化推進委員については、農業

委員と連携して対応する体制を構築するため、地域

部会に参画し、農業委員と一緒になって、地域課題

への対応や情報共有、農地の利用の調整といった活

動の円滑化を進めております。委員の活動、具体的

な活動としましては、全体活動として、委員会の開

催、委員会というのは農地利用最適化推進委員会で

ございます、開催、それから、委員研修、地域にお

ける活動として、遊休農地パトロールを実施し、農

地の利用状況調査を行っております。

説明のほうは以上です。

○委員長（米田 達也） 説明は終わりました。

質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長（米田 達也） それでは、ないようですの
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で、事務概要については、この程度でとどめておき

たいと思います。

この際、当局の皆さん方から特にご発言はござい

ませんか。

ないようでしたら、報告事項のある日高振興局、

出石振興局以外の当局職員の方につきましては、退

席していただいて結構です。お疲れさまでした。

暫時休憩します。

午前１１時４０分 休憩

────────────────────

午前１１時４１分 再開

○委員長（米田 達也） それでは、委員会を再開い

たします。

次に、当局からの報告事項についてですが、日高

振興局及び出石振興局から報告について申出があ

り、これを許可しておりますので、ご了承願います。

それでは、日高振興局から、日高振興局が所管す

る指定管理施設の民営化等について、説明をお願い

します。

徳味参事。

○日高振興局地域振興課参事（徳味 卓示） それで

は、日高振興局が所管する指定管理施設の民営化等

について、説明いたします。

配付しております資料をご覧ください。一覧表に

なっております。公共施設再編計画に基づいて、日

高振興局が所管する指定管理施設の民営化等につ

いて、一覧にまとめたものであります。９月議会の

建設経済委員会で一度ご提示しましたが、現時点で

の進捗を踏まえ、一部更新をしております。このう

ち、ゴシック体にしております箇所は、次の１２月

議会で審議をいただきたいと考えているものです。

複数ございますので、今回、事前に説明をさせてい

ただきます。

表の上からご説明いたします。まず、湯の原温泉

オートキャンプ場です。公共施設再編計画では、「民

営化を基本とするが、民間の受け皿がない場合は、

温泉施設を廃止する。」としています。現在、指定

管理者はアドバンス株式会社で、指定管理期間は来

年度末までです。今年度は、条件整理及び地元調整

等を行っています。来年度は、プロポーザルによる

公募を行い、設置管理条例を廃止する予定です。

続きまして、２段目、神鍋高原観光施設です。当

該施設には、体育館とキャンプ場がございまして、

キャンプ場は県の施設であるため、本市の再編計画

の対象外となっております。したがいまして、計画

のところに横バーが入っております、３段目でござ

います。体育館については、「民宿客の利用に限定

されているため、条件が整い次第、地元の観光事業

者へ譲渡するか、受け皿がない場合は廃止する。」

としております。現在の指定管理者はアドバンス株

式会社で、指定管理期間は今年度末までですが、民

営化に向けた条件整理及び地元調整等を行うため、

１２月議会で指定期間の１年延長をお願いしたい

と考えております。議決いただきましたら、来年度

はプロポーザルによる公募を行い、設置管理条例を

廃止する予定としております。

続きまして、４段目、殿食材供給施設、いわゆる

殿さんそばです。同じく再編計画では、「地域の農

業団体が専用使用している施設であるため、当該団

体に譲渡するか、受け皿がない場合は廃止する。た

だし、地域活性化に向けた機能の再編、強化につい

ても検討する。」としています。現在の指定管理者

は、殿・村おこし組合でございまして、指定管理期

間は今年度末までですので、組合とこれまで協議を

重ねてまいりました。その結果、１１月の初めに、

組合から「厳しい経営状況のため、事業継続は断念

せざるを得ない。営業は今年末をもって終了する。」

との回答をいただきました。これを受け、１２月議

会で設置管理条例を廃止する予定でございます。施

設の今後につきましては、他の事業者に事業を継続

してほしいとのご意向が地元のほうからございま

すので、サウンディングや公募型プロポーザルを実

施して、民間の譲渡先を決める方向で進めたいと考

えております。ただし、敷地が農振法の農業用施設

用地であるため、利用方法が制限されているという

課題がございます。

続きまして、５段目、日高農林産物加工研修所に

ついてです。再編計画では、「地域の農業団体が専
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用使用している施設であるため、当該団体に譲渡す

るか、受け皿がない場合は廃止する。」としており

ます。現在、指定管理者は株式会社日高振興公社で、

指定管理期間は今年度末までです。１２月議会で設

置管理条例を廃止し、その後、３月議会で現指定管

理者への無償貸付けを提案させていただきたいと

考えております。

最後に、最下段、江原駅東西駐車場です。現在は、

市の直営で管理していますが、来年度から指定管理

制度に移行するため、１２月議会で駐車場条例の改

正、それから、指定管理者の指定、あわせて、現在

の機器を撤去する費用の補正予算をお願いしたい

と考えております。

以上で、日高振興局からの説明を終わります。

○委員長（米田 達也） 説明は終わりました。

何か質問があれば挙手願います。

上田委員。

○委員（上田 伴子） ちょっとよく分からないんで

すけれども、この神鍋高原観光施設及びその体育館

とキャンプ場は、結局、１２月議会で指定期間を１

年延長され、これでもって、１年間はまた、２０２

５年度の末までは、このアドバンスさんが運営され

るというか、そういうことなんですね。その後は、

どういうことになるんですか。すみません、もう一

回お願いします。

○委員長（米田 達也） 徳味参事。

○日高振興局地域振興課参事（徳味 卓示） おっし

ゃられましたように、１年延長した間は、指定管理

として引き続きアドバンスさんにお世話いただく

ことにしております。その後につきましては、やは

り民営化ということを前提に検討してまいりたい

というふうに思っておりまして、実はサウンディン

グ自体は既に行っておるところなんですけれども、

特に今、現時点で意見を頂戴しているわけではござ

いません。したがって、引き続き、アドバンスさん

とも協議をし続けながら、必要な機会を捉えて、意

見をお伺いする場というものも検討しつつ、来年度

に関しましては、プロポーザルによる公募を行って、

民営化に向けて、民間譲渡に向けて、検討を進めて

まいる予定にしております。以上です。

○委員長（米田 達也） 上田委員。

○委員（上田 伴子） じゃあ、こっちについては、

再編計画の中にありますように、そのときにも受け

皿がないときは、廃止の方向ということでよろしい

んですか。

○委員長（米田 達也） 徳味参事。

○日高振興局地域振興課参事（徳味 卓示） おっし

ゃられたとおりでございます。

○委員（上田 伴子） はい、分かりました。

○委員長（米田 達也） ほかにないですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長（米田 達也） では、この程度にとどめた

いと思います。

日高振興局の職員の方は退席いただいて結構で

す。お疲れさまでした。

次に、出石振興局から、豊岡市立出石農産物加工

場の民営化について、説明を願います。

神谷参事。

○出石振興局地域振興課参事（神谷 謙二） 貴重な

時間をいただきまして、申し訳ございません。出石

振興局から１件、豊岡市立出石農産物加工場の民営

化について、ご報告をさせていただきます。

配付されておりますと思います資料のほうをご

覧ください。先ほどの日高振興局の報告の中にもご

ざいましたが、農産物加工場の民営化につきまして、

出石振興局にも類似の施設がございます。それがこ

の出石農産物加工場でございます。これの取扱いに

つきましてご報告をさせていただきます。

１、公共施設再編計画における方向性ですが、こ

れも日高振興局のと同じなんですが、現在、その構

成員が主に使用している団体、具体的には指定管理

者になるんですが、そちらに譲渡するか、受皿がな

い場合は廃止するということになっております。

その指定管理者の指定期間につきましては、「こ

ぶしの里・いずし」加工グループで、２０２５年３

月３１日までの指定期間ということで、今年度で指

定期間が終了するということになっております。こ

の「こぶしの里・いずし」加工グループといいます
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のは、市内のいろんなそういう農産物を加工されて

いる団体が一緒になってつくっておられるような

団体で、情報共有であるとか、加工技術の向上であ

るとか、販売研究を共同して行うというふうな目的

でやっておられます。

こちら農産物加工場についての今後の在り方に

ついての検討、調整状況ですが、昨年当初に、こう

いった公共施設再編計画での方向性があるという

ことで、指定管理者のほうにお伝えをさせていただ

きました。そうしましたところ、１０月にその指定

管理団体のほうからは、指定管理計画の要望という

ような形で、廃止ではなくて、指定管理を継続して

ほしいという要望が出されました。それを受けまし

て、こちら、本庁の農林水産課のほうが大元は所管

をしておりますので、農政上の位置づけ等、どうな

のかというところで調整をしたわけですけども、や

はり農政上の位置づけとしては、継続させていくと

いう方向性はないということで、この公共施設再編

計画の方向性でやっていくということを内部で調

整をしまして、指定管理団体とその方向で一応話合

いを、協議をさせていただいたところです。その結

果、一応指定管理団体のほうからは、その方向性に

ついては理解というか、了解をいただいたんですが、

その廃止の後に無償貸付けをできないかという、希

望するというふうなことで要望をいただきました。

譲渡という形では受けられないんですけど、無償貸

付けという形で希望したいということをお伺いし

ました。そういったことも踏まえまして、市として

の方向性、政策会議のほうでどうしていくべきかと

いうことを今年９月に協議をしましたところ、特定

の団体にということ、そのまま決めるということは

なかなか難しいという中で、サウンディングをして、

その結果に基づいて、無償貸付けなら無償貸付け、

無償譲与であるなら譲与というような形にしてい

くべきだということになりました。今後、１２月か

らサウンディングを実施しまして、その結果、そう

いった引受意向、無償貸付け、譲与等の引受意向が

ありましたら、３月にそういった議案のほうを提出

をさせていただきたいというふうに思っておりま

す。

出石振興局からは以上です。

○委員長（米田 達也） 説明は終わりました。

何か質問があれば挙手願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長（米田 達也） それでは、この件はこの程

度にとどめたいと思います。

振興局の皆さんは退席いただいて結構です。お疲

れさまでした。

それでは、（２）委員会の運営方針についてを議

題といたします。

参考までに、前期の重点調査事項を別紙１に記載

しておりますが、改めて今期の委員会重点調査事項

について協議をお願いいたします。

この件について、特にご意見ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長（米田 達也） 特に意見がないようですの

で、当委員会の重点調査事項は、現行のとおりとし、

変更しないことにしたいと思いますが、ご異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長（米田 達也） ご異議がないようなので、

そのように決定いたしました。

次に、（３）の各種委員の選任についてですが、

別紙２にありますように、まず、条例等によりまし

て、委員長が充て職として、１、豊岡市農業振興審

議会委員、（２）豊岡市災害対策本部出席者、３、

豊岡市功労者表彰審査委員会委員、４、兵庫県国道

４８２号整備促進期成同盟会会員ですね、５、国道

４２６号改修促進期成同盟会会員、６、主要地方道

但東夜久野線改修促進期成同盟会会員、７、主要地

方道宮津養父線岩屋峠改良促進協議会会員、８、府

県道中藤加悦線・加悦但東線改修期成同盟会会員、

９、円山川直轄改修工事促進期成同盟会会員を務め

ることになっております。

次に、互選によるものとしまして、当委員会から

豊岡市都市計画審議会委員を３名選出することに

なっております。この件について、希望の委員は挙

手願います。
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○委員（浅田  徹） はい。

○委員長（米田 達也） 浅田委員。

○委員（上田 伴子） 私、分からへんけど、はい。

○委員長（米田 達也） じゃあ、上田委員もお願い

いたします。

○委員（上田 伴子） 勉強します。

○委員（田中藤一郎） はい。

○委員長（米田 達也） 田中委員で。

それでは、浅田委員、上田委員、田中委員の３名

でお願いいたします。

続きまして、（４）委員会の席次についてですが、

意見があればお聞かせください。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長（米田 達也） 今お座りの席でよろしいで

すか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長（米田 達也） では、そのように決定いた

します。

続いて、（５）その他に入ります。

全体を通して委員の皆さんから特にご発言がご

ざいますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長（米田 達也） それでは、ほかにないよう

でしたら、これで建設経済委員会を閉会いたします。

お疲れさまでした。

午前１１時５７分 閉会

────────────────────


